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干 支 年 号 年 西 暦
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閏月○
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閏月○

干 支 年 号 年 西 暦
改元
月

干 支 年 号 年 西 暦
改元
月

干 支

応仁 元 1467 3月 丁亥 大永 6 1526 丙戌 天正 13 1585 ⑧ 乙酉 正保 元 1644 12月 甲申 元禄 16 1703 癸未 宝暦 12 1762 ④ 壬午 文政 4 1821 辛巳 明治 13 1880 庚辰 昭和 14 1939 己卯

〃 2 1468 ⑩ 戊子 〃 7 1527 丁亥 〃 14 1586 丙戌 〃 2 1645 ⑤ 乙酉 宝永 元 1704 3月 甲申 〃 13 1763 癸未 〃 5 1822 ① 壬午 〃 14 1881 辛巳 〃 15 1940 庚辰

文明 元 1469 4月 己丑 享禄 元 1528 8月⑨ 戊子 〃 15 1587 丁亥 〃 3 1646 丙戌 〃 2 1705 ④ 乙酉 明和 元 1764 6月⑫ 甲申 〃 6 1823 癸未 〃 15 1882 壬午 〃 16 1941 辛巳

〃 2 1470 庚寅 〃 2 1529 己丑 〃 16 1588 ⑤ 戊子 〃 4 1647 丁亥 〃 3 1706 丙戌 〃 2 1765 乙酉 〃 7 1824 ⑧ 甲申 〃 16 1883 癸未 〃 17 1942 壬午

〃 3 1471 ⑧ 辛卯 〃 3 1530 庚寅 〃 17 1589 己丑 慶安 元 1648 2月① 戊子 〃 4 1707 丁亥 〃 3 1766 丙戌 〃 8 1825 乙酉 〃 17 1884 甲申 〃 18 1943 癸未

〃 4 1472 壬辰 〃 4 1531 ⑤ 辛卯 〃 18 1590 庚寅 〃 2 1649 己丑 〃 5 1708 ① 戊子 〃 4 1767 ⑨ 丁亥 〃 9 1826 丙戌 〃 18 1885 乙酉 〃 19 1944 甲申

〃 5 1473 癸巳 天文 元 1532 7月 壬辰 〃 19 1591 ① 辛卯 〃 3 1650 ⑩ 庚寅 〃 6 1709 己丑 〃 5 1768 戊子 〃 10 1827 ⑥ 丁亥 〃 19 1886 丙戌 〃 20 1945 乙酉

〃 6 1474 ⑤ 甲午 〃 2 1533 癸巳 文禄 元 1592 12月 壬辰 〃 4 1651 辛卯 〃 7 1710 ⑧ 庚寅 〃 6 1769 己丑 〃 11 1828 戊子 〃 20 1887 丁亥 〃 21 1946 丙戌

〃 7 1475 乙未 〃 3 1534 ① 甲午 〃 2 1593 1月 癸巳 承応 元 1652 9月 壬辰 正徳 元 1711 4月 辛卯 〃 7 1770 ⑥ 庚寅 〃 12 1829 己丑 〃 21 1888 戊子 〃 22 1947 丁亥

〃 8 1476 丙申 〃 4 1535 乙未 〃 3 1594 甲午 〃 2 1653 ⑥ 癸巳 〃 2 1712 壬辰 〃 8 1771 辛卯 天保 元 1830 12月③ 庚寅 〃 22 1889 己丑 〃 23 1948 戊子

〃 9 1477 ① 丁酉 〃 5 1536 ⑩ 丙申 〃 4 1595 乙未 〃 3 1654 甲午 〃 3 1713 ⑤ 癸巳 安永 元 1772 11月 壬辰 〃 2 1831 辛卯 〃 23 1890 庚寅 〃 24 1949 己丑

〃 10 1478 戊戌 〃 6 1537 丁酉 慶長 元 1596 10月⑦ 丙申 明暦 元 1655 4月 乙未 〃 4 1714 甲午 〃 2 1773 ③ 癸巳 〃 3 1832 ⑪ 壬辰 〃 24 1891 辛卯 〃 25 1950 庚寅

〃 11 1479 ⑨ 己亥 〃 7 1538 戊戌 〃 2 1597 丁酉 〃 2 1656 ④ 丙申 〃 5 1715 乙未 〃 3 1774 甲午 〃 4 1833 癸巳 〃 25 1892 壬辰 〃 26 1951 辛卯

〃 12 1480 庚子 〃 8 1539 ⑥ 己亥 〃 3 1598 戊戌 〃 3 1657 丁酉 享保 元 1716 6月② 丙申 〃 4 1775 ⑫ 乙未 〃 5 1834 甲午 〃 26 1893 癸巳 〃 27 1952 壬辰

〃 13 1481 辛丑 〃 9 1540 庚子 〃 4 1599 ③ 己亥 万治 元 1658 7月⑫ 戊戌 〃 2 1717 丁酉 〃 5 1776 丙申 〃 6 1835 ⑦ 乙未 〃 27 1894 甲午 〃 28 1953 癸巳

〃 14 1482 ⑦ 壬寅 〃 10 1541 辛丑 〃 5 1600 庚子 〃 2 1659 己亥 〃 3 1718 ⑩ 戊戌 〃 6 1777 丁酉 〃 7 1836 丙申 〃 28 1895 乙未 〃 29 1954 甲午

〃 15 1483 癸卯 〃 11 1542 ③ 壬寅 〃 6 1601 ⑪ 辛丑 〃 3 1660 庚子 〃 4 1719 己亥 〃 7 1778 ⑦ 戊戌 〃 8 1837 丁酉 〃 29 1896 丙申 〃 30 1955 乙未

〃 16 1484 甲辰 〃 12 1543 癸卯 〃 7 1602 壬寅 寛文 元 1661 4月⑧ 辛丑 〃 5 1720 庚子 〃 8 1779 己亥 〃 9 1838 ④ 戊戌 〃 30 1897 丁酉 〃 31 1956 丙申

〃 17 1485 ③ 乙巳 〃 13 1544 ⑪ 甲辰 〃 8 1603 癸卯 〃 2 1662 壬寅 〃 6 1721 ⑦ 辛丑 〃 9 1780 庚子 〃 10 1839 己亥 〃 31 1898 戊戌 〃 32 1957 丁酉

〃 18 1486 丙午 〃 14 1545 乙巳 〃 9 1604 ⑧ 甲辰 〃 3 1663 癸卯 〃 7 1722 壬寅 天明 元 1781 4月⑤ 辛丑 〃 11 1840 庚子 〃 32 1899 己亥 〃 33 1958 戊戌

長享 元 1487 7月⑪ 丁未 〃 15 1546 丙午 〃 10 1605 乙巳 〃 4 1664 ⑤ 甲辰 〃 8 1723 癸卯 〃 2 1782 壬寅 〃 12 1841 ① 辛丑 〃 33 1900 庚子 〃 34 1959 己亥

〃 2 1488 戊申 〃 16 1547 ⑦ 丁未 〃 11 1606 丙午 〃 5 1665 乙巳 〃 9 1724 ④ 甲辰 〃 3 1783 癸卯 〃 13 1842 壬寅 〃 34 1901 辛丑 〃 35 1960 庚子

延徳 元 1489 8月 己酉 〃 17 1548 戊申 〃 12 1607 ④ 丁未 〃 6 1666 丙午 〃 10 1725 乙巳 〃 4 1784 ① 甲辰 〃 14 1843 ⑨ 癸卯 〃 35 1902 壬寅 〃 36 1961 辛丑

〃 2 1490 ⑧ 庚戌 〃 18 1549 己酉 〃 13 1608 戊申 〃 7 1667 ② 丁未 〃 11 1726 丙午 〃 5 1785 乙巳 弘化 元 1844 12月 甲辰 〃 36 1903 癸卯 〃 37 1962 壬寅

〃 3 1491 辛亥 〃 19 1550 ⑤ 庚戌 〃 14 1609 己酉 〃 8 1668 戊申 〃 12 1727 ① 丁未 〃 6 1786 ⑩ 丙午 〃 2 1845 乙巳 〃 37 1904 甲辰 〃 38 1963 癸卯

明応 元 1492 7月 壬子 〃 20 1551 辛亥 〃 15 1610 ② 庚戌 〃 9 1669 ⑩ 己酉 〃 13 1728 戊申 〃 7 1787 丁未 〃 3 1846 ⑤ 丙午 〃 38 1905 乙巳 〃 39 1964 甲辰

〃 2 1493 ④ 癸丑 〃 21 1552 壬子 〃 16 1611 辛亥 〃 10 1670 庚戌 〃 14 1729 ⑨ 己酉 〃 8 1788 戊申 〃 4 1847 丁未 〃 39 1906 丙午 〃 40 1965 乙巳

〃 3 1494 甲寅 〃 22 1553 ① 癸丑 〃 17 1612 ⑩ 壬子 〃 11 1671 辛亥 〃 15 1730 庚戌 寛政 元 1789 1月⑥ 己酉 嘉永 元 1848 2月 戊申 〃 40 1907 丁未 〃 41 1966 丙午

〃 4 1495 乙卯 〃 23 1554 甲寅 〃 18 1613 癸丑 〃 12 1672 ⑥ 壬子 〃 16 1731 辛亥 〃 2 1790 庚戌 〃 2 1849 ④ 己酉 〃 41 1908 戊申 〃 42 1967 丁未

〃 5 1496 ② 丙辰 弘治 元 1555 10月⑩ 乙卯 〃 19 1614 甲寅 延宝 元 1673 9月 癸丑 〃 17 1732 ⑤ 壬子 〃 3 1791 辛亥 〃 3 1850 庚戌 〃 42 1909 己酉 〃 43 1968 戊申

〃 6 1497 丁巳 〃 2 1556 丙辰 元和 元 1615 7月⑥ 乙卯 〃 2 1674 甲寅 〃 18 1733 癸丑 〃 4 1792 ② 壬子 〃 4 1851 辛亥 〃 43 1910 庚戌 〃 44 1969 己酉

〃 7 1498 ⑩ 戊午 〃 3 1557 丁巳 〃 2 1616 丙辰 〃 3 1675 ④ 乙卯 〃 19 1734 甲寅 〃 5 1793 癸丑 〃 5 1852 ② 壬子 〃 44 1911 辛亥 〃 45 1970 庚戌

〃 8 1499 己未 永禄 元 1558 2月⑥ 戊午 〃 3 1617 丁巳 〃 4 1676 丙辰 〃 20 1735 ③ 乙卯 〃 6 1794 ⑪ 甲寅 〃 6 1853 癸丑 大正 元 1912 7月 壬子 〃 46 1971 辛亥

〃 9 1500 庚申 〃 2 1559 己未 〃 4 1618 ③ 戊午 〃 5 1677 ⑫ 丁巳 元文 元 1736 4月 丙辰 〃 7 1795 乙卯 安政 元 1854 11月⑦ 甲寅 〃 2 1913 癸丑 〃 47 1972 壬子

文亀 元 1501 2月⑥ 辛酉 〃 3 1560 庚申 〃 5 1619 己未 〃 6 1678 戊午 〃 2 1737 ⑪ 丁巳 〃 8 1796 丙辰 〃 2 1855 乙卯 〃 3 1914 甲寅 〃 48 1973 癸丑

〃 2 1502 壬戌 〃 4 1561 ③ 辛酉 〃 6 1620 ⑫ 庚申 〃 7 1679 己未 〃 3 1738 戊午 〃 9 1797 ⑦ 丁巳 〃 3 1856 丙辰 〃 4 1915 乙卯 〃 49 1974 甲寅

〃 3 1503 癸亥 〃 5 1562 壬戌 〃 7 1621 辛酉 〃 8 1680 ⑧ 庚申 〃 4 1739 己未 〃 10 1798 戊午 〃 4 1857 ⑤ 丁巳 〃 5 1916 丙辰 〃 50 1975 乙卯

永正 元 1504 2月③ 甲子 〃 6 1563 ⑫ 癸亥 〃 8 1622 壬戌 天和 元 1681 9月 辛酉 〃 5 1740 ⑦ 庚申 〃 11 1799 己未 〃 5 1858 戊午 〃 6 1917 丁巳 〃 51 1976 丙辰

〃 2 1505 乙丑 〃 7 1564 甲子 〃 9 1623 ⑧ 癸亥 〃 2 1682 壬戌 寛保 元 1741 2月 辛酉 〃 12 1800 ④ 庚申 〃 6 1859 己未 〃 7 1918 戊午 〃 52 1977 丁巳

〃 3 1506 ⑪ 丙寅 〃 8 1565 乙丑 寛永 元 1624 2月 甲子 〃 3 1683 ⑤ 癸亥 〃 2 1742 壬戌 享和 元 1801 2月 辛酉 万延 元 1860 3月③ 庚申 〃 8 1919 己未 〃 53 1978 戊午
〃 4 1507 丁卯 〃 9 1566 ⑧ 丙寅 〃 2 1625 乙丑 貞享 元 1684 2月 甲子 〃 3 1743 ④ 癸亥 〃 2 1802 壬戌 文久 元 1861 2月 辛酉 〃 9 1920 庚申 〃 54 1979 己未
〃 5 1508 戊辰 〃 10 1567 丁卯 〃 3 1626 ④ 丙寅 〃 2 1685 乙丑 延享 元 1744 2月 甲子 〃 3 1803 ① 癸亥 〃 2 1862 ⑧ 壬戌 〃 10 1921 辛酉 〃 55 1980 庚申

〃 6 1509 ⑧ 己巳 〃 11 1568 戊辰 〃 4 1627 丁卯 〃 3 1686 ③ 丙寅 〃 2 1745 ⑫ 乙丑 文化 元 1804 2月 甲子 〃 3 1863 癸亥 〃 11 1922 壬戌 〃 56 1981 辛酉

〃 7 1510 庚午 〃 12 1569 ⑤ 己巳 〃 5 1628 戊辰 〃 4 1687 丁卯 〃 3 1746 丙寅 〃 2 1805 ⑧ 乙丑 元治 元 1864 2月 甲子 〃 12 1923 癸亥 〃 57 1982 壬戌

〃 8 1511 辛未 元亀 元 1570 4月 庚午 〃 6 1629 ② 己巳 元禄 元 1688 9月 戊辰 〃 4 1747 丁卯 〃 3 1806 丙寅 慶応 元 1865 4月⑤ 乙丑 〃 13 1924 甲子 〃 58 1983 癸亥

〃 9 1512 ④ 壬申 〃 2 1571 辛未 〃 7 1630 庚午 〃 2 1689 ① 己巳 寛延 元 1748 7月⑩ 戊辰 〃 4 1807 丁卯 〃 2 1866 丙寅 〃 14 1925 乙丑 〃 59 1984 甲子

〃 10 1513 癸酉 〃 3 1572 ① 壬申 〃 8 1631 ⑩ 辛未 〃 3 1690 庚午 〃 2 1749 己巳 〃 5 1808 ⑥ 戊辰 〃 3 1867 丁卯 昭和 元 1926 12月 丙寅 〃 60 1985 乙丑

〃 11 1514 甲戌 天正 元 1573 7月 癸酉 〃 9 1632 壬申 〃 4 1691 ⑧ 辛未 〃 3 1750 庚午 〃 6 1809 己巳 明治 元 1868 9月④ 戊辰 〃 2 1927 丁卯 〃 61 1986 丙寅

〃 12 1515 ② 乙亥 〃 2 1574 ⑪ 甲戌 〃 10 1633 癸酉 〃 5 1692 壬申 宝暦 元 1751 10月⑥ 辛未 〃 7 1810 庚午 〃 2 1869 己巳 〃 3 1928 戊辰 〃 62 1987 丁卯

〃 13 1516 丙子 〃 3 1575 乙亥 〃 11 1634 ⑦ 甲戌 〃 6 1693 癸酉 〃 2 1752 壬申 〃 8 1811 ② 辛未 〃 3 1870 ⑩ 庚午 〃 4 1929 己巳 〃 63 1988 戊辰

〃 14 1517 ⑩ 丁丑 〃 4 1576 丙子 〃 12 1635 乙亥 〃 7 1694 ⑤ 甲戌 〃 3 1753 癸酉 〃 9 1812 壬申 〃 4 1871 辛未 〃 5 1930 庚午 平成 元 1989 1月 己巳

〃 15 1518 戊寅 〃 5 1577 ⑦ 丁丑 〃 13 1636 丙子 〃 8 1695 乙亥 〃 4 1754 ② 甲戌 〃 10 1813 ⑪ 癸酉 〃 5 1872 壬申 〃 6 1931 辛未 〃 2 1990 庚午

〃 16 1519 己卯 〃 6 1578 戊寅 〃 14 1637 ③ 丁丑 〃 9 1696 丙子 〃 5 1755 乙亥 〃 11 1814 甲戌 〃 6 1873 癸酉 〃 7 1932 壬申 〃 3 1991 辛未

〃 17 1520 ⑥ 庚辰 〃 7 1579 己卯 〃 15 1638 戊寅 〃 10 1697 ② 丁丑 〃 6 1756 ⑪ 丙子 〃 12 1815 乙亥 〃 7 1874 甲戌 〃 8 1933 癸酉 〃 4 1992 壬申

大永 元 1521 8月 辛巳 〃 8 1580 ③ 庚辰 〃 16 1639 ⑪ 己卯 〃 11 1698 戊寅 〃 7 1757 丁丑 〃 13 1816 ⑧ 丙子 〃 8 1875 乙亥 〃 9 1934 甲戌 〃 5 1993 癸酉

〃 2 1522 壬午 〃 9 1581 辛巳 〃 17 1640 庚辰 〃 12 1699 ⑨ 己卯 〃 8 1758 戊寅 〃 14 1817 丁丑 〃 9 1876 丙子 〃 10 1935 乙亥 〃 6 1994 甲戌

〃 3 1523 ③ 癸未 〃 10 1582 壬午 〃 18 1641 辛巳 〃 13 1700 庚辰 〃 9 1759 ⑦ 己卯 文政 元 1818 4月 戊寅 〃 10 1877 丁丑 〃 11 1936 丙子 〃 7 1995 乙亥

〃 4 1524 甲申 〃 11 1583 ① 癸未 〃 19 1642 ⑨ 壬午 〃 14 1701 辛巳 〃 10 1760 庚辰 〃 2 1819 ④ 己卯 〃 11 1878 戊寅 〃 12 1937 丁丑 〃 8 1996 丙子

〃 5 1525 ⑪ 乙酉 〃 12 1584 甲申 〃 20 1643 癸未 〃 15 1702 ⑧ 壬午 〃 11 1761 辛巳 〃 3 1820 庚辰 〃 12 1879 己卯 〃 13 1938 戊寅 〃 9 1997 丁丑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応仁元年（1467）～平成9年（1997）まで　　　　　　　　　　　　　　　改元年の月と閏月をのせる。但し閏月は○入り
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 分類：Ａ－２ 支配－法令                                                               ＮＯ，１ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

   1 
   15 

 Ａ 
 ２ 

 宝暦１２年７月 
 （１７６２年）・午 

 
 掟書 

 ○橋本三右衛門､岡田団助 鈴木與七郎 
 
 ●なし 

 計60ｹ条からなる条目を列挙し堅く厳守のこと､としている｡例を挙げれば次 
 のものがある｡①御条目の厳守､②ｷﾘｼﾀﾝ制禁､③鉄砲所持の制限､④人身 
 売買の禁､⑤父母に孝行､夫婦兄弟は睦まじく､⑥捨て子の禁止､⑦旅人の宿貸 
 し等の心得､⑧伝馬宿以外の村でも御用あれば昼夜風雨を問わず人馬を出す｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   2 
  16 

 Ａ 
 ２ 

 宝暦１３年３月 
 （１７６３年）・未 

 五人組連判證文家並帳 
   何村永田氏 

 ○榛原郡井口村庄屋:平七､組頭:武平､百姓代;小左衛門 
 ●久野御役所 

 ①ｷﾘｼﾀﾝ禁制､②徒党･加担禁止､③三笠博打の禁止等､36条を挙げて公 
 儀法度に背かないよう戒めている｡本帳面はその扣｡ 

 紙数14枚  原本  縦  １  ◯  77 

   3 
   17 

 Ａ 
 ２ 

 文化５年５月８日 
 （１８０８年）・辰 

 諸勧化取締村々連印帳 
   榛原郡之内57ｹ村組合 井口村 

 ○坂井村名主:八郎左衛門をはじめ57ｹ村名主連印､井口村名 
  主は小左衛門 
 ●なし 

 ｢取締連印の事｣として､公儀より許可されている勧化以外は僧俗修験等､相手 
 にしてはいけない｡止宿させることもいけない｡これらのこと村々が連印して公 
 儀に違反なきことを誓っている｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   4 
  37 

 Ａ 
 ２ 

 欠  差上申一札之事  ○欠 
 ●欠 

 ①前々から禁止されている､いわゆる頼納買があると聞くが､これは停止の事､ 
 ②田畑永代売買や二重質は前々より禁止されている､これら厳守のこと｡ 

 文章後欠  原本  状  １  ◯  77 

 
 Ａ－３ 支配－治安 
 

   5 
  34 

 Ａ 
 ３ 

 嘉永２年３月 
 （１８４９年）・酉 

 
 差上申一札之事 

 ○井口村百姓代:八十八､組頭:定吉､庄屋:七右衛門 
 
 ●久野御役所 

 鉄砲使用については前々よりみだりに使用したり､又畜類等の防御を理由に殺傷 
 ･悪事をしない様言われている｡このこと違反なきよう村百姓に徹底させる｡ち 
 なみに当村には鉄砲所持者､他から預かっている者もいないことを付け加える｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   6 
  14 

 Ａ 
 ３ 

 嘉永２年４月 
 （１８４９年）・酉 

 御法度小前連判帳 
    井口村 

 ○五人組頭･五人組内の者連印(85名-省略) 
 
 ●なし 

 ｢一札之事｣として博奕は決してしないことを､博奕の具体例を挙げて誓ってい 
 る｡例えば､庚申･日待にこと寄せて博打をやる､また博打のための宿を提供す 
 るなど､違反者は閉門と過料3貫文の罰則｡五人組は昼夜巡視番を置くなど｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 Ｂ－１ 土地－検地 
 

   7 
   9 

 Ｂ 
 １ 

 享保６年３月 
 （１７２１年）・丑 

 
 遠州榛原郡井口村地押水 
 帳 

 ○大草太郎左衛門手代;新宮喜志右衛門､大野甚助 
 
 ●なし 

 小字地毎に反別と名請人を記載､最後にまとめて､この合計田地:6町9反8畝 
 27歩(分米55石9斗1升2合)-8斗代､畑地:4町5反23歩(分米11 
 石2斗6升9合)-2斗5升代､田畑合計:反別11町4反9畝20歩(分米6 
 7石1斗8升1合)､高合715石7升2合(本田･新田)とある｡ 

 
 紙数97枚の帳面 

 
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   8 
  10 

 Ｂ 
 １ 

 享保１４年７月 
 （１７２９年）・己酉 

 
 遠江国榛原郡井口村永川 
 成場起帰地押帳 

 ○小笠原壱岐守内西脇太次左衛門外3名連印､その他幡付き2名 
   竿取2名､井口村案内:名主喜太夫･善次郎 組頭:兵左衛門 
   百姓代8名連印 
 
 ●なし 

 小字地毎に反別･名請人を記載し､最後にその合計を挙げる｡すなわち､田16 
 町1反4畝9歩(分米129石1斗4升4合)-8斗代､畑8町5反9畝24歩 
 (分米21石4斗9升5合)-2斗5升代､屋敷3町2反3畝5歩(分米8石7 
 升9合)-2斗5升代､松林4反5畝10歩(分米1石1斗3升3合)-2斗5 
 升代､以上､永川成場の内､起返し反別の地押分｡ 

 
 
 紙数121枚の帳面 

 
 
 原本 

 
 
 縦 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

   9 
   18 

 Ｂ 
 １ 

 享保１４年７月 
 （１７２９年）・己酉 

 
 遠江国榛原郡井口村享保 
 ７年寅年起返反別地押帳 

 ○小笠原壱岐守内西脇太次左衛門外4名､帳付2名､竿取2名､ 
   井口村案内名主:喜太夫､善次郎､組頭;兵左衛門､外百姓代 
   8名連印 
 ●なし 

 小字毎に名請人の反別を記載する｡起返反別合計:7反2畝27歩(分米5石8 
 斗3升2合)-8斗代､これは享保7年夏に起返成った反別で地詰めしたもの｡ 

 
 紙数10枚 

 
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  10 
   19 

 Ｂ 
 １ 

 元文４年３月 
 （１７３９年）・未 

 
 遠州榛原郡井口村起返地 
 押水帳 

 ○小笠原壱岐守内奥田忠右衛門･安川惣助､案内･名主:喜太夫 
   組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 
 
 ●なし 

 小字毎に各百姓の起返田畑反別を列挙している｡そしてその合計は､田:4反5 
 畝3歩(分米3石6斗8合)､畑:4反10歩(分米1石8合)､田畑反別合計 
 8反5畝13歩(分米4石6斗1升6合)となる､ちなみに本高は本田･新田共 
 に715石7升2合｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  11 
   20 

 Ｂ 
 １ 

 安永８年 
 （１７７９年）・亥 

 遠江国榛原郡井口村田畑 
 反別小前坪付帳 

 ○なし 
 
 ●なし 

 各名請人ごとに田畑の所在･反別を列挙する｡38名の名請人がみられる｡又､ 
 入作百姓の記載もあって､それは中嶋･岡田･大日･大柳･青柳･色尾･堀ﾉ内 
 南原･嶋田からの入作である｡ 

 
 表紙破損 

 
 原本 

 
 横 

 
 １ 

  

 



 Ｂ－１ 土地－検地                                                                 ＮＯ，２ 
 

  12 
   13 

 Ｂ 
 １ 

 文政１３年閏８月吉日 
 （１８３０年）・寅 

 内藤領小前高帳（扣） 
   井口村 名主所 

 ○百姓代:武平､庄屋:善四郎 
 ●なし 

 小前百姓の石高が網羅される｡百姓によってはその上にはり紙して石高を記載し 
 ている｡同一人物に2枚も3枚も重ねてはり紙されている者もいる｡ 

  原本  縦  １   

  13 
   12 

 Ｂ 
 １ 

 弘化２年３月 
 （１８４５年）・辰 

 内藤領小前高帳 
     庄屋所 

 ○なし 
 
 ●なし 

 小前百姓の石高が網羅される｡但し一人の百姓石高に何枚もの貼紙がしてある｡ 
 一例:善四郎=5石6斗6升2合4尺-貼紙:4石2斗6升3合7勺→3石8斗 
 6升3合7勺→2石9斗6升3合7勺､と変化している｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

  

  14 
   11 

 Ｂ 
 １ 

 嘉永３年正月吉日 
 （１８５０年）・戌 

 
 
 内藤領小前高帳 
  井口村庄屋所 

 
 
 ○なし 
 
 ●なし 

 小前百姓とその石高を網羅する｡但し､1人の百姓に付き石高が何枚も貼紙して 
 いる｡善四郎を例にとると次のようである｡高2石8斗8升3合7勺(嘉永5) 
 →3石1升1合9勺(嘉永6)→3石3斗1升6合1勺(安政2)→3石1斗9 
 升1合7勺(安政5)→2石8斗7升(文久3)→2石7斗6升6合9勺(慶応 
 元)→3石2斗9升1合9勺(慶応3)→2石5斗4升4合7勺(明治1)→3 
 石4斗6升4合9勺(明治2)→2石8斗7勺(明治3)→3石1斗7勺､全て 
 の百姓も同じく何枚もの貼紙がある｡ 

  
 
 
 原本 

 
 
 
 縦 

 
 
 
 １ 

  

  15 
   38 

 Ｂ 
 １ 

 なし  なし（小前百姓石高を示 
 す貼紙か） 

 ○なし 
 ●なし 

 文書番号11･12･13の｢内藤領小前高帳｣の中に､小前百姓の石高を書い 
 た貼紙があるが､この種の小前高帳の貼紙のとれたものか｡ 

  原本  貼紙 
 単票 

 14   

  16 
  21 

 Ｂ 
 １ 

 なし  なし（井口村田畑反別小 
 前坪付帳） 

 ○なし 
 ●なし 

 内容形態は文章番号20と同じ｡但し､記載される名請人は文書番号20とは異 
 なる(中には同一人物もある)｡ 

  原本  横  １   

 
 Ｃ－１ 貢租－年貢 
 

  17 
  179 

 Ｃ 
 １ 

 享保４年１１月 
 （１７１９年）・亥 

 
 亥歳可納御年貢割付之事 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高271石1斗7合､これより前々から永引分､当亥年起返､午年川成分を差引 
 き､有高42石7斗3升4合､この納合米は10石1斗5升4合､これに2升出 
 目米6斗9合が加算される｡なお新田高427石9斗余りの分は前々永川成引き 
 となっている｡以上､12月10日までに納入のこと､となっている｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  18 
   44 

 Ｃ 
 １ 

 享保５年５月 
 （１７２０年）・子 

 覚 
 （亥年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)､百姓 

 納辻米11石2斗6升3合､これを金10両･永56文2分で納め､他に御蔵前 
 入用･六尺給米･御伝馬宿入用があり､全て金納で計11両1分･永7文6分､ 
 外に口米(金1分･永51文)がある｡これは去る亥年分の年貢諸役で皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  19 
  180 

 Ｃ 
 １ 

 享保５年１１月 
 （１７２０年）・子 

 
 子歳可納御年貢割付之事 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓中 

 高287石1斗7合､これより午年川成･当子旱･水損､前々永引分を除き､有 
 高40石1斗2升2合､これとは別に新田高は前々より永引きとなっていて､結 
 局納合米9石9斗6升2合､外に2升出目､六尺給米･御伝馬宿入用が付加され 
 12月10日までに納入のこと､となっている｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  20 
   48 

 Ｃ 
 １ 

 享保６年５月 
 （１７２１年）・丑 

 覚 
 （子年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓 

 納辻米10石5斗3升1合､それに高掛三役が加わり､全て金納で合10両1分 
 永199文､更に口米1分･永56文8分､以上が去る子年の年貢で皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  21 
  181 

 Ｃ 
 １ 

 享保６年１１月 
 （１７２１年）・丑 

 
 丑歳可納御年貢割付之事 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより前々永引き分､午年川成､当丑年川成石入り･水 
 損砂入り､検見引き等の分が除かれ有高44石4斗9升4合､(新田高427石 
 9斗6升5合は前々より永川成で除外)､結局､納合米10石7斗8升､この外 
 に六尺給米･御伝馬宿入用と2升出目米が加増される｡以上12月10日迄納入 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  22 
   55 

 Ｃ 
 １ 

 享保７年４月 
 （１７２２年）・寅 

 覚 
 （丑年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓 

 納辻米11石3斗9升6合､外に高掛三役が加わり､全て金納で計11両1分･ 
 永151文1分､更に口米1分･永82文が加算される｡以上去丑年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  23 
  182 

 Ｃ 
 １ 

 享保７年１１月 
 （１７２２年）・寅 

 
 寅年可納御年貢割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:安間新兵衛･杉浦伝五左衛門､脇部半左衛門 
 
 ●井口村庄屋･百姓 

 高287石1斗7升7合､これより前々永引き､午･丑年の川成石入り分等を差 
 引き､有高64石4斗8升､この納入分は10石4斗6升5合(定免1割6分2 
 厘2毛)､新田高427石9斗6升5合は以前から永引き､外に納入は2升出目 
 米がある｡以上12月10日までに納入｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  24 
   58 

 Ｃ 
 １ 

 享保８年５月 
 （１７２３年）・卯 

 覚 
 （寅年貢皆済目録） 

 ○小笠原佐渡守内:篠崎儀右衛門 
 ●井口村名主(喜太夫)･組頭中 

 納辻米11石6升3合､この金11両3分･永19文8分､これに口米が加わり 
 総計金12両･永123文､これは去る寅年の年貢で､その皆済目録｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

 
 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                  ＮＯ，３ 
 

  25 
  183 

 Ｃ 
 １ 

 享保８年１１月 
 （１７２３年）・卯 

 
 卯之御年貢可納割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:安間新兵衛､杉浦伝五左衛門､脇部半左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより前々永引､午･丑年の川成分を除き､有高64石 
 4斗8升､この納合米10石4斗6升5合(定免1割6分2厘3毛)､新田高4 
 27石9斗6余りは前々川成永引き､外に2升出目米を納入｡また当年､六尺給 
 米･御伝馬宿入用は国役金提出の為免除される｡以上12月10日迄に納入｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  26 
   42 

 Ｃ 
 １ 

 享保９年５月 
 （１７２４年）・辰 

 
 覚 
 （卯年貢皆済目録） 

 
 ○小笠原佐渡守内:山下理左衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･組頭中 

 納辻米11石6升3合､この内訳は｢二方金納｣分が7石3斗7升5合､この金 
 納:金6両1分･永26文6分(但し金1両に付き1石1斗7升5合替)､｢一 
 方金納｣分が3石6斗8升､この金納3両･永99文2分(但し金1両に付き1 
 石1斗9升替)､この外口米(二方･一方と分かれて)あり､納合計金9両2分 
 永157文､以上皆済の証｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  27 
  184 

 Ｃ 
 １ 

 享保９年１１月 
 （１７２４年）・辰 

 
 辰之御年貢可納割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:安間新兵衛､杉浦伝五左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引､丑年川成分を除き､有高64石4斗8 
 升､この納入10石4斗6升5合(定免1割6分2厘3毛)､これに高掛三役と 
 2升出目米が加算される｡なお新田高427石余りは以前から川成永引きとなっ 
 ている｡以上12月10日までに納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  28 
   54 

 Ｃ 
 １ 

 享保１０年５月 
 （１７２５年）・巳 

 覚 
 （辰年貢皆済目録） 

 ○小笠原佐渡守内:山下理左衛門 
 ●井口村名主(喜太夫)中 

 納辻米11石6斗3合､それに高掛三役が加わり､全て金納で8両3分･永12 
 2文､この外口米が加算されて総納金9両･永129文4分､この辰年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  29 
  185 

 Ｃ 
 １ 

 享保１０年１１月 
 （１７２５年）・巳 

 
 巳之御年貢可納割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:市橋宇左衛門､中嶋角左衛門､杉浦伝五左衛 
  門 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引き･丑の川成引きを除き､有高70石3 
 斗1升2｡新田高427石9斗余りは前々より川成永引きで､結局納合米11石 
 4斗1升2合(定免1割6分2厘3毛)､この外に高掛三役と2升出目米が加算 
 される｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  30 
   57 

 Ｃ 
 １ 

 享保１１年５月 
 （１７２６年）・午 

 覚 
 （巳年貢皆済目録） 

 ○小笠原佐渡守内:原田理太夫 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米12石6斗4合､これに高掛三役､口米が加わり､金納で合計金10両3 
 分･永166文9分､これ去る巳年の年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  31 
  186 

 Ｃ 
 １ 

 享保１１年１１月 
 （１７２６年）・午 

 
 午御年貢可納割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:市橋宇左衛門､中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引き､丑年川成引き分を除き､有高70石 
 3斗1升2合､この納入は11石4斗1升2合(定免1割6分2厘3毛)｡新田 
 高427石9斗余りは川成にて前々より永引き｡外に納入は高掛三役と2升出目 
 米が加算される｡以上12月10日までに納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   32 
  52 

 Ｃ 
 １ 

 享保１２年５月 
 （１７２７年）・未 

 覚 
 （午年貢皆済目録） 

 ○小笠原佐渡守内:原田理太夫 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米12石6升4合､これに高掛三役が加わり､全て金納計11両･永178 
 文9分､この外に口米が加算され､納合金11両2分･永3文7分､これが去る 
 午年貢､皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  33 
  187 

 Ｃ 
 １ 

 享保１２年１１月 
 （１７２７年）・未 

 
 未之御年貢可納割付之事 

 ○小笠原佐渡守内:市橋宇左衛門､中嶋角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引き､丑年川成引きを除き､有高70石3 
 斗1升2合､この納入19石1斗4升6合(定免2割7分2厘3毛)｡新田高4 
 27石9斗余りは川成にて前々より永引き｡外に納入は高掛三役と2升出目米が 
 あり､以上を12月10日までに納入｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  34 
   56 

 Ｃ 
 １ 

 享保１３年５月 
 （１７２８年）・申 

 覚 
 （未年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米20石2斗4升､これに高掛三役が加わり､納合金18両3分･永65文 
 5分､更に口米が加算され､総納金19両1分･永99文7分､以上皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  35 
  188 

 Ｃ 
 １ 

 享保１３年１１月 
 （１７２８年）・申 

 
 申御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:市橋宇左衛門､中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引き､丑年川成引き等を除き､有高122 
 石3斗1升､この納入は33石3斗5合(定免2割7分2厘3毛)｡なお新田高 
 427石9斗余りは前々より永引き｡納入は更に高掛三役と2升出目米が加算さ 
 れる｡以上12月10日までに納入のこと｡ 

 
 上部に虫喰いあり 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  36 
   51 

 Ｃ 
 １ 

 享保１４年５月 
 （１７２９年）・酉 

 覚 
 （申年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻35石2斗8合､これより納入は全て金納､外に高掛三役があり､この納合 
 金32両･永61文8分､この外に口米ありこれも金納で､結局合金32両3分 
 永220文4分｡以上申年年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  37 
  159 

 Ｃ 
 １ 

 享保１４年１１月 
 （１７２９年）・酉 

 
 酉御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:市橋里右衛門､市橋宇左衛門､中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引､丑年川成引等を除き､有高84石1斗 
 3升4合､この納入50石1斗4升(定免2割7分2厘3毛)｡新田高427石 
 6升余りは前々より川成永引きとなっている｡納入は外に高掛三役､2升出目米 
 が加算される｡以上12月10日までに納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 



 ＮＯ，４ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

   38 
  53 

 Ｃ 
 １ 

 享保１５年５月 
 （１７３０年）・戌 

 覚 
 （酉年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫 
 ●井口村名主(喜太夫)百姓中 

 納辻米53石5合､それに高掛三役が加算され納合金38両･永55文と､外に 
 口米(金納)が加わり総計39両･永103文6分､以上酉年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  39 
  190 

 Ｃ 
 １ 

 享保１５年１１月 
 （１７３０年）・戌 

 
 戌御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:市橋里右衛門､市橋宇左衛門､中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高289石1斗7合､これより前々川成永引き､丑年川成引き等を除き､有高2 
 31石1斗9升8合､この年貢62石9斗5升5合(定免2割7分2厘3毛)｡ 
 外に高掛三役･2升出目米が加算される｡なお新田高427石9斗余りは前々か 
 ら川成永引き｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  40 
   50 

 Ｃ 
 １ 

 享保１６年５月 
 （１７３１年）・亥 

 
 覚 
 （戌年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:高林嘉左衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)百姓 

 納辻米66石5斗5升2合､内､米で40石8斗､金で14両･永149文4分 
 他に御蔵前入用･六尺給米･御伝馬宿入用は金納で､納合米40石8斗､金15 
 両･永126文4分､この他に口米があり､結局､金子合計は16両･永244 
 文3分､以上戌年貢皆済｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  41 
  191 

 Ｃ 
 １ 

 享保１６年１１月 
 （１７３１年）・亥 

 
 亥御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫･高田平蔵･中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引き､丑年川成引き等を除き､有高231 
 石1斗9升8合､この納入は62石9斗5升5合(定免2割7分2厘3毛)｡新 
 田高427石9斗6升5合は前々より川成永引｡上記の外納入に高掛三役･2升 
 出目米があり､以上12月10日までに納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  42 
   47 

 Ｃ 
 １ 

 享保１７年５月 
 （１７３２年）・子 

 覚 
 （亥年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:高林嘉左衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米66石5斗3合､この内3分1が金納､更に高掛三役も金納で､ここまで 
 の合計:米44石4斗､金19両･永152文6厘､外に口米が金納で加算され 
 金合計は20両3分･永71文4分9厘｡以上去る亥年年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  43 
  192 

 Ｃ 
 １ 

 享保１７年１１月 
 （１７３２年）・子 

 
 子御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫･高田平蔵･中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引､丑年川成永引等を差引いて､有高23 
 1石1斗9升8合､この納入62石9斗5升(定免2割7分23毛)｡なお新田 
 高427石9斗6升5合は前々より川成永引き｡外に納入分は高掛三役と2升出 
 目米が加算される｡以上12月10日までに納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  44 
   45 

 Ｃ 
 １ 

 享保１８年５月 
 （１７３３年）・丑 

 覚 
 （子年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:青嶋清兵衛 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米66石5斗5升2合､この内3分1金納(18両1分･永42文3分2厘 
 )､外に高掛三役､口米がありすべて金納で､計21両･永139文1分8厘､ 
 以上､去る子の年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  45 
  193 

 Ｃ 
 １ 

 享保１８年１１月 
 （１７３３年）・丑 

 
 丑御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:原田理太夫･高田平蔵･中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主､百姓中 

 高287石1斗7合､これより川成永引き､丑年川成引き等を除き､有高231 
 石1斗9升8合､この納入62石9斗5升5合(定免2割7分2厘3毛)｡新田 
 高427石9斗6升5合は前々川成永引き､納方は外に高掛三役と2升出目米が 
 加わる｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  46 
  46 

 Ｃ 
 １ 

 享保１９年５月 
 （１７３４年）・寅 

 覚 
 （丑年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:青嶋清兵衛 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米66石5斗5升2合､この内3分1金納､更に置籾､廻米があり､また高 
 掛三役は金納で､納合米44石9斗8升6合､金12両2分･永121文9分､ 
 外に口米があり､金納合計20両1分･永41文4分｡以上去る丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  47 
  194 

 Ｃ 
 １ 

 享保１９年１１月 
 （１７３４年）・寅 

 
 寅御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:香山五左衛門･高田平蔵･中崎角左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7升､これより川成永引､丑･当年の川成引分を除き､有高22 
 6石1斗6升1合､この納入は米61石5斗8升4合(定免2割7分2厘3毛) 
 で､新田高427石9斗余りは前々川成永引､納入はこの外に高掛三役､2升出 
 目米がある｡以上､12月10日迄に納入｡なお定免は去る寅から未迄5ｶ年｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

   48 
  43 

 Ｃ 
 １ 

 享保２０年５月 
 （１７３５年）・卯 

 覚 
 （寅年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:青嶋清兵衛 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米65石1斗3合､この内3分1金納で18両3分･永182文7分､外に 
 高掛三役あり､ここまでの納合米44石､金19両2分･永10文7分､この外 
 口米(金納)が加わり､結局金納分は21両1分･永13文9分､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  49 
  195 

 Ｃ 
 １ 

 享保２０年１１月 
 （１７３５年）・卯 

 
 卯御年貢可納割付之事 

 ○小笠原壱岐守内:香山五左衛門･高田平蔵 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより川成永引･丑･去る寅川成･石入分を除き､有高 
 226石1斗6升1合､この年貢61石5斗8升4合｡新田高427石9斗は前 
 々より川成永引き｡納入は外に高掛三役･2升出目米があり､以上12月10日 
 迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 



 Ｃ－１貢租－年貢                                                                 ＮＯ，５ 
 

  50 
   49 

 Ｃ 
 １ 

 享保２１年５月 
 （１７３６年）・辰 

 覚 
 （卯年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:青嶋清兵衛 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米65石1斗3合､これに米納で六尺給米･御伝馬宿入用が加わり､また別 
 に金納として御蔵前入用前､江戸御廻米不足金が加算され､納合米65石6斗7 
 升1合､金2分･永122文5分､外に口米が金納として加算され､金合計2両 
 ･永12文2分｡以上去る卯年貢皆済｡ 

 この年4月に元文と改 
 元 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  51 
   59 

 Ｃ 
 １ 

 元文２年５月 
 （１７３７年）・巳 

 覚 
 （辰年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:青嶋清兵衛 
 
 ●榛原郡井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻66石3斗6升8合､これに御蔵前入用前(金納)､六尺給米と御伝馬宿入 
 用(米納)が加わり､納合米66石9斗9升5合･金2分･永78文､更に口米 
 が金納として加算され､金納計2両3分･永30文3分､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  52 
   73 

 Ｃ 
 １ 

 元文３年５月 
 （１７３８年）・午 

 覚 
 （巳年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:来村七六郎 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米64石6斗6升9合､これに高掛三役の内御蔵前入用前が金納､あとの2 
 つが米納として加わり､納合米65石2斗9升7合､金2分･永78文､更に口 
 米(金納)が加算され､金納計2両2分･永29文5分｡以上巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  53 
   60 

 Ｃ 
 １ 

 元文４年４月 
 （１７３９年）・未 

 覚 
 （午年貢皆済目録） 

 ○小笠原壱岐守内:今泉武助 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･百姓中 

 納辻米64石8斗6升6合(内廻米は米納45石3斗7升､悪米は金納で24両 
 1分･永120文)､これに高掛三役(内御蔵前入用のみ金納)が加わり､納合 
 米46石､金納方はこれに口米が加算され､金納合28両･永77文1分｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  54 
   61 

 Ｃ 
 １ 

 元文５年９月 
 （１７４０年）・申 

 なし 
 （未年貢皆済目録） 

 ○野田甚五兵衛手代:妹尾善左衛門､村上郡八､石川段助､佐藤 
   丈太夫 
 ●(井口村)庄屋(喜太夫)･百姓中 

 高715石7升2合､この内納入年貢は本途米62石6斗1升7合､高掛三役( 
 内御蔵前入用前は金納)･2升出目米･口米･国役金があり､合米68石7斗4 
 合､永1貫444文3分､この内､口米は金納で､納合米66石8斗2升5合･ 
 永4貫311文6分､以上申未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  55 
   62 

 Ｃ 
 １ 

 寛保元年９月 
 （１７４１年）・酉 

 
 申年御物成米金御皆済目 
 録 

 ○御用在出狩野甚蔵･山口多平治･鈴木郡右衛門･金井良左衛門 
 
 ●(井口村)庄屋(喜太夫)･百姓中 

 高715石7升2合､これより納入は本途(米)､二升出目米､高掛三役(内御 
 蔵前入用前のみ金納)､口米があり､合米68石7斗3合､永580文､この内 
 口米が銭納で､納合米66石8斗2升5合､永4貫159文9分､以上本途小物 
 成等皆済｡ 

 
 天野次郎の奥印あり｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  56 
   63 

 Ｃ 
 １ 

 寛保２年６月 
 （１７４２年）・戌 

 
 酉御物成米金皆済目録 

 ○山口多平治･志水和藤治･岩間滝右衛門 
 
 ●(井口村)庄屋(喜太夫)･百姓中 

 高715石7升2合､この中より納入は本途･2升出目･高掛三役･口米あり､ 
 合米68石7斗3合､永580文､この内､口米と下々米石代が金納に替り､廻 
 米が米納と金納に分かれ､納合米44石4斗､永27貫113文6分｡以上酉年 
 貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  57 
   64 

 Ｃ 
 １ 

 寛保３年３月 
 （１７４３年）・亥 

 覚 
 （戌年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:関戸惣四郎､柴田秋右衛門､坂入茂右衛 
   門 
 ●(井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎) 

 高715石7升2合､これより納辻(御廻米)67石9斗5升2合､外に高掛三 
 役･口米(これらは金納)があり､納合米67石9斗5升2合､金3両3分･永 
 77文､これに国役金が加算される｡以上戌年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  58 
   65 

 Ｃ 
 １ 

 延享元年３月 
 （１７４４年）・子 

 覚 
 （亥年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:関戸惣四郎､柴田秋右衛門 
 
 ●(井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎) 

 高715石7升2合､この内納入は､納辻御廻米(米)･高掛三役(金)･口米 
 (金)があり､納合米67石9斗5升2合､金3両2分･永191文5分､以上 
 亥年貢皆済｡ 

 
 虫喰いあり 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  59 
  197 

 Ｃ 
 １ 

 延享元年１１月 
 （１７４４年）・子 

 
 
 子年可納御年貢割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより前々川成引､田方より前々川成･石砂入り引､畑 
 方より前々御蔵敷･川成引を差引き､納合米64石2斗7升5合､田方免､去る 
 亥年より来る卯迄5ｹ年定免にて3割2分3厘4毛･2割7分､畑方1割1分､ 
 田成分1割8分｡(新田高437石余りは前々より川成永引)｡更に納入には高 
 掛三役と2升出目米が加算される｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  60 
   66 

 Ｃ 
 １ 

 延享２年３月 
 （１７４５年）・丑 

 覚 
 （子年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:関戸惣四郎､柴田秋右衛門 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､この中より納辻は廻米と高掛三役(金納)･口米(金納) 
 で､納合米67石9斗5升2合･金3両2分･永107文3分｡以上年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  61 
  196 

 Ｃ 
 １ 

 延享２年１１月 
 （１７４５年）・丑 

 
 丑御年貢可納割付之事 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高287石1斗7合､これより前々川成引･田方分の前々石入引､畑方分の前々 
 御蔵敷引等を差引き､納入は66石4斗2升1合(田方免3割2分3厘4毛､畑 
 方免1割8分､去る亥より来る卯迄の定免)なお新田高427石9斗余りは前々 
 より川成引､納入は上記の外に高掛三役と2升出目米があり12月10日迄納入 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  62 
   67 

 Ｃ 
 １ 

 延享３年３月 
 （１７４６年）・寅 

 覚 
 （丑年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:関戸惣四郎､柴田秋右衛門 
 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､この内納辻は米70石2斗1升7合､この内訳は､廻米､ 
 高掛三役と口米は金子､納合米70石2斗1升7合､金4両･永45文2分､外 
 に国役金1両､銀1匁8分6厘､以上丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，６ 
 

   63 
  198 

 Ｃ 
 １ 

 延享３年１１月 
 （１７４６年）・寅 

 
 
 当寅御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高287石1斗7合､これより前々川成引､また田方の前石入り分を引き､畑方 
 の郷蔵敷･川成引き等を除き､納入は66石4斗2升1合､なお新田高427石 
 余りは前々川成引き｡納入は外に高掛三役､2升出目米があり､結局納合米70 
 石8斗7升8合､金2分･永108文7分､なお定免は田高は3割2分3厘4毛 
 と2割7分､畑方が1割1分と1割8分で､去る亥より卯迄の5ｹ年定免｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

   64 
  68 

 Ｃ 
 １ 

 延享４年３月 
 （１７４７年）・卯 

 覚 
 （寅年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:岡嶋政右衛門､関戸惣四郎､柴田秋右衛 
   門 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､納辻米70石1斗7合､その内訳､廻米､餅籾代米渡が米 
 納で､高掛三役､口米が金納で加算され､納合米70石2斗1升7合､金4両･ 
 永86文9分､以上寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  65 
  199 

 Ｃ 
 １ 

 延享４年１１月 
 （１７４７年）・卯 

 
 
 
 当卯御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高247石1斗7合､これより前々川成引き分を除き､残り243石8斗5升4 
 合､この内訳は､田方は200石2斗5升9合､これより前々石入り分を引き去 
 った分から納入米は､免3割2分3厘4毛の分が37石8斗2升7合､免2割7 
 分の分が22石4斗3升8合､畑方は43石5斗9升5合､これより郷蔵敷･川 
 成分を除いた分から納入米は､免1割1分の分が2石6斗7合､田成の分が免1 
 割8分で納入米3石5斗4升9合､外に2升出目米､高掛三役(内御蔵前入用は 
 永納)､納合米70石8斗7升8合､永608文7分､以上12月10日迄納入 

  
 
 
 原本 

 
 
 
 状 

 
 
 
 １ 

 
 
 
 ◯ 

 
 
 
 77 

  66 
  69 

 Ｃ 
 １ 

 延享５年３月 
 （１７４８年）・辰 

 覚 
 （卯年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:関戸惣四郎､柴田秋右衛門 
 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､納辻70石2斗1升7合(餅籾代米渡と廻米)､外に金納 
 として高掛三役と口米があり､納合米70石2斗1升7合､金4両3分､永23 
 6文､以上､卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  67 
  200 

 Ｃ 
 １ 

 寛延元年１１月 
 （１７４８年）・辰 

 
 
 当辰御年貢可納割付之事 

 
 ○天野助次郎 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高287石1斗7合(川成で永引きの新田高は除外)､これより前々川成引き､ 
 又田方の前々石入り引き､畑方の御蔵敷引き､川成引き分を差引き､納入額66 
 石4斗2升1合(この免は田方が3割2分3厘4毛と2割7分の分､畑方が1割 
 1分と1割8分の分がある)､これに高掛三役と2升出目米が加算され､納合米 
 70石8斗7升8合､金2分･永108文7分､なお定免は当辰年1ｹ年｡ 

 この年7月に寛延と改 
 元 

 
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  68 
   70 

 Ｃ 
 １ 

 寛延２年５月 
 （１７４９年）・巳 

 覚 
 （辰年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:柴田秋右衛門､飯塚惣八郎､坂入茂右衛 
   門 
 ●井口村名主:喜太夫､与頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､納辻米70石2斗1升7合(廻米､餅籾代米渡)､外に高 
 掛三役と口米あり､これは金納で､納合米70石2斗1升7合､金4両･永1文 
 7分｡以上､辰年貢皆済目録｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  69 
  201 

 Ｃ 
 １ 

 寛延２年１１月 
 （１７４９年）・巳 

 
 巳御年貢可納割付之事 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､これより本田の前々川成引き･新田前々川成引きあり､更 
 に田方の前々石入引き､畑方の前々郷蔵敷引き分を差引き､有高248石9斗3 
 升､この納入は68石8斗7升1合､外に高掛三役･2升出目米がこれに加算さ 
 れ､納合米73石4斗8升2合､永621文5分｡なお定免は当巳-酉年の5年 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  70 
  71 

 Ｃ 
 １ 

 寛延３年３月 
 （１７５０年）・午 

 覚 
 （巳年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:柴田秋右衛門､飯塚惣八郎､坂入茂右衛 
   門 
 ●なし(井口村名主:喜太夫､与頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､納辻72石8斗7合(餅籾代米･廻米)､外に高掛三役と 
 口米が金納で､納合米72石8斗7合､金4両1分･永248文8分､以上巳年 
 の年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  71 
  202 

 Ｃ 
 １ 

 寛延３年１１月 
 （１７５０年）・午 

 
 
 午御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･百姓 

 高715石7升2合､これより本田の前々川成引き､その上で田･畑方に分け田 
 方では前々石入引､畑方では御蔵敷引あり(なお新田高は前々より川成で永引) 
 有高251石1斗2合､これより納入米は69石1斗9升3合､外に高掛三役､ 
 2升出目米が加算され､納合米73石8斗2升6合､永624文4分､なお定免 
 は巳年-酉年迄の5年間､田方免3割2分9厘1毛と2割7分4厘8毛｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  72 
   72 

 Ｃ 
 １ 

 寛延４年３月 
 （１７５１年）・未 

 覚 
 （午年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:柴田秋右衛門､飯塚惣八郎 
 
 ●井口村名主:喜太夫､与頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､この納辻73石1斗4升7合(餅籾代米と廻米)｡外に高 
 掛三役と口米があり金納｡納合米73石1斗4升7合､金1両3分､永181文 
 となっている｡以上午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  73 
  208 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦元年１１月 
 （１７５１年）・未 

 
 
 未御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､これより前々より川成引･石入引(田方)､郷蔵敷引(畑 
 方)を差引き､有高250石1斗2合､これより納入は69石1斗9升3合､定 
 免は巳年-酉迄の5ｹ年季､田方は3割2分9厘1毛と1割7分3厘8毛､畑方 
 は1割1分と1割8分余(田成分)､納入は外に高掛三役､2升出目米が加算さ 
 れ納合米73石8斗2升6合､永624文4分､以上12月10日迄納入｡ 

 この年10月に宝暦と 
 改元｡ 

 
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

 
 
 



 分類：Ｃ－１ 貢租－年貢                                                              ＮＯ，７ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  74 
   86 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦２年５月 
 （１７５２年）・申 

 覚 
 （未年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:小沢勝右衛門､坂入茂右衛門 
 
 ●井口村名主:喜太夫､与頭:兵左衛門､百姓代:兵四郎 

 高715石7升2合､この納辻73石1斗4升7合(餅籾代米､廻米)､この外 
 金納分として､高掛三役と口米あり､納合米73石1斗4升7合､金3両2分･ 
 永129文､以上､去る未年貢皆済｡ 

 下部に虫喰いあり｡  原本  状  １  ◯  77 

  75 
  204 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦２年１１月 
 （１７５２年）・申 

 
 
 申御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､これより本田(田･畑)方の前々川成･郷蔵敷引き分を除 
 き新田427石9斗余り(前々より川成永引き)を差引き､有高250石1斗2 
 合で､この納入69石1斗9升3合(巳より酉迄5ｹ年季定免で田方免:3割2 
 分9厘1毛と2割7分4厘8毛､畑方免:1割1分､1割8分(田成分)､これ 
 に高掛三役と2升出目米が加算され納合米73石8斗2升6合､永624文4分 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

   76 
  85 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦３年３月 
 （１７５３年）・酉 

 覚 
 （申年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:柴田秋右衛門､飯塚惣八郎 
 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平七 

 高715石7升2合､納辻米73石6斗4升7合(餅籾代米･廻米)､この外に 
 金納として､高掛三役と口米があり､納合米73石6斗4升7合､金3両･永1 
 36文8分､以上､申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  77 
  205 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦３年１１月 
 （１７５３年）・酉 

 
 
 酉御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､内､本田の田･下畑方の前々川成引､郷蔵敷を除き､また 
 新田高は前々川成永引､これより有高252石9斗2升9合､この納入は70石 
 1斗2升3合(巳～酉年迄の5ｹ年季定免で､田方免3割2分9厘3毛と2割7 
 分4厘8毛､畑方免は1割1分と田成免1割8分)､これに高掛三役と2升出目 
 米を加算し､納合米74石8斗1升6合､永631文5分､12月10日迄納入 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  78 
   84 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦４年３月 
 （１７５４年）・戌 

 覚 
 （酉年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:小沢勝右衛門､飯塚惣八郎 
 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平七郎 

 高715石7升2合､この納辻米74石1斗3升(餅籾代米･置籾米･廻米)､ 
 外に､金納として高掛三役と口米あり､納合米74石1斗3升と金3両･永24 
 2文｡以上去る酉年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  79 
  206 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦４年１１月 
 （１７５４年）・戌 

 
 戌御年貢可納割付之事 

 ○辻源五郎 
 
 ●井口村名主･与頭･惣百姓 

 高715石7斗2合､これより本田･新田の前々川成引分を差引き､有高254 
 石6斗5合､これを田方と畑方とに分けて､田方の納方は､前々石入引分を除き 
 43石2斗2升8合と､24石8斗4升､畑方は前々郷蔵敷引きを除き､3石5 
 斗4升9合､この外､2升出目米を加え､納合米78石4斗8升1合｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  80 
   75 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦５年２月 
 （１７５５年）・亥 

 覚 
 （戌年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:小沢勝右衛門､飯塚惣八郎 
 
 ●井口村名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平四郎 

 高715石7升2合､この納辻米78石4斗8升1合(餅籾代米･置籾米･廻米 
 )､それに口米が加わり､納合米78石4斗8升1合､金2両2分､永12文8 
 分､以上戌年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  81 
  207 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦５年１１月 
 （１７５５年）・亥 

 
 
 亥御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､これより前々川成分を除き､有高256石3斗1升7合､ 
 これを田方･畑方に分けて､田納分は前々石入り分を除き44石7斗1升3合と 
 26石5斗3升2合､畑方分は前々郷蔵敷分を除き2石6斗5升2合､畑成分が 
 3石5斗4升9合､この外に2升出目米と御伝馬宿入用が加わり､納合米82石 
 2斗5合､以上12月10日までに納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

   82 
  82 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦６年３月 
 （１７５６年）・子 

 覚 
 （亥年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●名主:喜太夫､組頭:兵左衛門､百姓代:平七 

 高715石7升2合､この納辻米81石8斗7升1合(餅籾代米､置籾米､諸渡 
 方置米､廻米)､この外金納として御伝馬宿入用と口米あり､納合米81石8斗 
 7升1合､金3両2分､永182文6分､以上去る亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  83 
  208 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦６年１１月 
 （１７５６年）・子 

 
 
 子御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､本田287石1斗7合､これより前々川成引を除き､残り 
 256石3斗1升7合､これを田方と畑方に分けて､田方納入は､前々石入引分 
 を除き44石7斗1升3合と26石9斗4升1合､畑方納入は､前々郷蔵敷分を 
 除き2石6斗5升2合と畑成分の3石5斗4升9合､新田は前々より除外､納入 
 合計77石8斗5升5合､外に2升出目と高掛三役あり､納合米82石9斗9升 
 9合､永640文｡以上12月10日迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

   84 
  83 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦７年３月 
 （１７５７年）・丑 

 覚 
 （子年貢皆済目録） 

 ○大草太郎左衛門手代:小沢勝右衛門､飯塚惣八郎 
 
 ●井口村名主:喜太夫､与頭:兵左衛門､百姓代:平七 

 高715石7升2合､この納辻米82石3斗4合(餅籾代米､廻米)､この外金 
 納として､高掛三役と口米があり､納合米82石3斗4合､金5両､永102文 
 以上､去る子年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                  ＮＯ，８ 
 

  85 
  209 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦７年１１月 
 （１７５７年）・丑 

 
 
 丑御年貢可納割付之事 

 
 ○岩出伊右衛門 
 
 ●井口村名主･与頭･惣百姓 

 高715石7升2合､これより田畑の前々石砂入や川成､郷蔵敷分を引き去り､ 
 田方有高209石6斗8升7郷､納入は米71石9斗2升8合､畑方の有高44 
 石7斗2升5合､この納入は米6石3斗､なお新田高は前々より川成引き､納入 
 はこの外に2升出目米､高掛三役があり､納合米84石6斗3升9合､永1貫7 
 87文7分､以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  86 
   81 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦８年３月 
 （１７５８年）・寅 

 
 丑御年貢皆済目録 

 ○岩出伊右衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)､組頭､惣百姓 

 高715石7升2合､この納辻米82石6斗9升8合､この外に金納として､高 
 掛三役と口米があり､納合米82石6斗9升8合と金7両2分･永137文5分 
 以上去る丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  87 
  210 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦８年１１月 
 （１７５８年）・寅 

 
 
 寅御年貢可納割付之事 

 
 ○岩出伊右衛門 
 
 ●井口村名主･組頭･惣百姓 

 高715石7升2合､田方212石3斗6升7合より前々川成､石砂入り分を差 
 引き､納入米73石9斗8升1合､畑方74石7斗4升より前々郷蔵敷･川成分 
 を除き､有高44石7斗2升5合の納米6石3斗､なお､新田畑高は前々より永 
 引､納入は外に2升出目と高掛三役があり､納合米86石8斗9合､永1貫78 
 7文7分､以上12月10日迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  88 
   80 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦９年６月 
 （１７５９年）・卯 

 
 寅御年貢皆済目録 

 ○岩出伊右衛門 
 
 ●(井口村)名主(喜太夫)･与頭･惣百姓 

 高715石7升2合､この納辻米84石8斗6升8合､外に金納として高掛三役 
 と口米があり､納合米84石8斗6升8合､永7貫808文7分､以上､去る寅 
 年貢皆済｡ 

 下部に虫喰いあり  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  89 
  211 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦９年１１月 
 （１７５９年）・卯 

 
 卯御年貢可納割付之事 

 ○岩出伊右衛門 
 
 ●井口村名主･惣百姓 

 高715石7升2合､田高212石3斗6升7合､これより納入高75石7升5 
 合､畑方74石7斗4升より前々郷蔵敷･川欠分を除き､畑有高45石2升7合 
 で､この納入米6石3斗4升3合､なお新田畑高は川成永引き､外に納入分は2 
 升出目米､高掛三役｡納合米88石1升1合､永1貫787文7分｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  90 
   79 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１０年３月 
 （１７６０年）・辰 

 卯御年貢皆済目録  ○岩出伊右衛門 
 ●井口村名主(喜太夫)･組頭･惣百姓 

 高715石7升2合､納辻米86石7升､この外に高掛三役と口米があり､これ 
 は金納で､納合米86石7升･永6貫75文9分､以上､卯年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  91 
  212 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１０年１１月 
 （１７６０年）・辰 

 
 
 辰御年貢可納割付之事 

 
 ○岩出伊右衛門 
 
 ●井口村名主･組頭･惣百姓 

 高715石7升2合､これより本田田方212石3斗6升7合､この納入高75 
 石8斗8升5合(免3割5分7厘3毛)､畑方は74石7斗4升､これより前々 
 郷蔵敷･川欠分を差引き､有高45石2升7合､この納米6石3斗4升3合(免 
 1割4分9毛)､なお新田高は永引き､納入は外に高掛三役と2升出目米あり､ 
 納合米88石6升8合､永1貫787文7分､以上12月10日迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  92 
  77 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１１年３月 
 （１７６１年）・巳 

 辰御年貢皆済目録  ○岩出伊右衛門 
 ●[井口村)名主:(喜太夫)･組頭･惣百姓 

 高715石7升2合､この納辻米86石9斗2升7合､この外に､高掛三役と口 
 米を加え､納合米86石9斗2升7合､永5貫867文6分､以上辰年貢皆済｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  93 
  213 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１１年１１月 
 （１７６１年）・巳 

 
 
 巳御年貢可納割付之事 

 
 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主･組頭･惣百姓 

 高287石1斗7合､本田の田方212石3斗6升7合(有高)､この納入米7 
 5石8斗8升5合(免3割5分7厘3毛)､畑方74石7斗4升､これより前々 
 郷蔵敷･川欠分を差引き有高45石2斗2升3郷､この納入米6石3斗7升1合 
 で､新田高は前々より永引き｡納入は外に2升出目米､高掛三役が加わり､納合 
 米88石8斗9升7合､永1貫787文7分､以上12月10迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  94 
  78 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１２年３月 
 （１７６２年）・午 

 
 巳御年貢皆済目録 

 ○大草太郎左衛門 
 
 ●井口村名主(喜太夫)･組頭･百姓代 

 高715石7升2合､納辻米86石9斗5升6合､外に金納として､高掛三役､ 
 口米があり､納合米86石9斗5升6合､永5貫700文6分､以上､去る巳年 
 の年貢皆済目録｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  95 
  214 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１２年１０月 
 （１７６２年）・午 

 
 
 井口村当午之免相定之事 

 
 ○鈴木與七郎･岡田団助･橋本三右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､この田方は117石7斗1升7勺で､この納米4 
 8石2斗6升1合(免割1分)､畑方は39石5斗2升8合､これより郷蔵敷､ 
 川成分を除き､有高23石3斗6升3合､この納入米3石2斗9升2合(免1割 
 4分9毛)､新田畑高は前々より永引き｡結局納合米147石1斗2升1合(内 
 2俵は庄屋給米)｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  96 
   74 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１２年１２月 
 （１７６２年）・午 

 覚 
 （午年貢皆済目録） 

 ○中野嘉七 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升7合､この内より納合米は江戸廻米･庄屋給米･郷出賄米で 
 計132俵1斗9升､金納合(畑米代納･大豆8俵代)6両1分･銭107文､ 
 以上､午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                  ＮＯ，９ 
 

  97 
  215 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１３年１１月 
 （１７６３年）・未 

 
 
 井口村当未之免相定之事 

 
 ○鈴木與七郎､岡田団助､橋本三右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺(有高)､この内､田方は117石7斗1升7勺､ 
 この納米50石1斗5升7合(免4割2分6厘1毛)､畑方は39石5斗2升8 
 合､これより前々郷蔵敷と川成分を差引き納入米3石2斗9升2合(免1割4分 
 9毛)､新田畑は川成にて前々永引き｡結局納合米53石4斗9合､つまり15 
 2俵2斗9升2合(内2俵は庄屋給米)､以上12月10日迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  98 
   76 

 Ｃ 
 １ 

 宝暦１３年１２月 
 （１７６３年）・未 

 なし 
 (当未年貢諸役皆済目録) 

 ○吉田勝右衛門 
 
 ●井口村庄屋:平七､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この内､米納は､江戸廻米･郷出賄米･庄屋給米､金 
 納は畑米代納･大豆8俵代･起米代納があり､結局､納合米137俵1斗6升7 
 合5勺､金7両･銭490文､以上､当未年貢諸役皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  99 
  216 

 Ｃ 
 １ 

 明和元年１１月 
 （１７６４年）・申 

 
 井口村当申定免割付之事 

 ○鈴木與七郎､岡田団助､橋本三右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方有高117石7斗1升7勺､この納入米52 
 石5斗1升､畑方は高より郷蔵敷､川成分を差引き､有高23石3斗6升3合､ 
 この納入米3石2斗9升2合､新畑高は前々より永引､結局､納合米159俵1 
 斗7升8合(内､庄屋給米2俵)､申～来戌迄3ｹ年季定免､以上上納の事｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  100 
   87 

 Ｃ 
 １ 

 明和元年１２月 
 （１７６４年）・申 

 井口村当申御物成納払皆 
 済目録 

 ○中里藤蔵 
 
 ●井口村庄屋:平七､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､江戸廻米･庄屋給米､大沼村堤普請の節 
 助人足扶持分が米納､外に金納として畑米代納･大豆8俵代･端米代納があり､ 
 納合米144俵5升､金6両1分､銭100文､以上､当申物成皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  101 
   88 

 Ｃ 
 １ 

 明和２年１２月 
 （１７６５年）・酉 

 覚 
 (当酉御物成皆済目録） 

 ○中野嘉七 
 
 ●井口村:平七､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この内､納分は米では江戸廻米･庄屋給米(2俵)､ 
 金子で畑米代納･大豆8俵代･田米代納があり､納合米136俵､金12両1分 
 永144文2分､以上､当酉物成皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  102 
   89 

 Ｃ 
 １ 

 明和３年１２月 
 （１７６６年）・戌 

 
 戌之御物成納払皆済目録 

 ○中里藤蔵 
 
 ●井口村:平七､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､米納が江戸廻米･中里藤蔵廻村の節の賄 
 米･大沼村堤普請の節､助人足扶持米･庄屋給で､金納が畑米代納･大豆8俵の 
 代･田米代納となっていて､納合米131俵8升7合5勺､金14両3分･銭7 
 0文､以上当戌の物成･小物成皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  103 
  217 

 Ｃ 
 １ 

 明和４年１０月 
 （１７６７年）・亥 

 
 
 井口村当亥定免割付之事 

 
 ○岡田三蔵､岡田団蔵､橋本三右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方有高117石7斗1升7勺の内､納米52石 
 5斗1升､畑方は郷蔵敷･川成の前々引分を除き有高23石3斗6升3合､この 
 納米3石2斗9升2合(新田畑は川成に付き前々より永引)｡納米は合55石8 
 斗2合=159俵1斗7升8合(内､庄屋給米2俵)､これは当亥～子迄の定免 
 年季によるもので､12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  104 
   90 

 Ｃ 
 １ 

 明和４年１２月 
 （１７６７年）・亥 

 なし（当亥物成小物成皆 
 済目録） 

 ○吉田勝右衛門 
 
 ●井口村庄屋:平七､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この内納分は､米で江戸廻米･廻村堤切所見分賄･庄 
 屋給米(2俵)､金子で畑米代納･大豆8俵代･田米代納があり､納合米132 
 俵3升7合5勺､金12両3分･銭753文､以上当亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  105 
   91 

 Ｃ 
 １ 

 明和５年１２月 
 （１７６８年）・子 

 覚 
 （年貢諸役皆済目録） 

 ○松下助七 
 
 ●井口村庄屋:平七､組頭 

 高391石6斗2升7勺､この中より納入は米で江戸廻米･庄屋給米(2俵)･ 
 松下助七廻村時の賄米､金子では畑米代納･大豆8俵代･田米代納分があり､納 
 合米142俵2升5合､金7両3分､銭907文､以上当子の年貢諸役皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  106 
  218 

 Ｃ 
 １ 

 明和６年１２月 
 （１７６９年）・丑 

 
 井口村当丑定免割付之事 

 ○川西一兵衛､岡田団助 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方高117石7斗1升より納米52石5斗1升 
 畑方は前々からの郷蔵敷･川成引分を除き､有高23石3斗6升3合の納米3石 
 2斗9升2合(新田畑は前々より川成永引)｡納米55石8斗2合､俵にして納 
 合米159俵1斗7升8合(含む庄屋給2俵)｡当丑～巳まで5ｹ年季定免｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  107 
   92 

 Ｃ 
 １ 

 明和６年１２月 
 （１７６９年）・丑 

 覚 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○大友林治 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は米にて江戸廻米･庄屋給米2俵･大友林治 
 廻村時の4人賄分､金子にて畑米代納･大豆代米･田米代納があり､納合米13 
 2俵2升･金12両2分･銭345文､以上当丑年の年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  108 
   93 

 Ｃ 
 １ 

 明和７年１２月 
 （１７７０年）・寅 

 井口村寅御物成納払皆済 
 目録 

 ○中里藤蔵 
 
 ●井口村藤吉･組頭 

 高391石6斗2升7合､この納入は米で江戸廻米･役人廻村時の賄米･庄屋給 
 米2俵があり､金子で畑米代納･大豆8俵代･端米代納があり､納合米144俵 
 2升5合､金7両3分･銭1貫84文､以上当寅の年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 
 
 
 



 分類：Ｃ－１ 貢租－年貢                                                              ＮＯ，１０ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  109 
   94 

 Ｃ 
 １ 

 明和８年１２月 
 （１７７１年）・卯 

 なし 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○吉田勝右衛門 
 
 ●井口村庄屋:藤吉､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入分は米で江戸廻米･役人廻村時の賄米･庄屋 
 給米､金子で畑米代納･大豆8俵代･田米代納がある｡納合米143俵2升5合 
 金7両3分･銭2貫161文､以上当卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  110 
   97 

 Ｃ 
 １ 

 安永元年１２月 
 （１７７２年）・辰 

 なし（当辰御物成小物成 
 皆済目録） 

 ○瀧口忠蔵 
 
 ●井口村庄屋:藤吉､組頭中 

 高391石2升7勺､この納入は､米で江戸廻米･役人廻村時の賄米分･庄屋給 
 (2俵)､金子で畑米代納･大豆8俵代納･田米代納あり､納合米126俵2升 
 5合､金14両2分･銭602文｡以上､当辰年貢等皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  111 
   98 

 Ｃ 
 １ 

 安永２年１２月 
 （１７７３年）・巳 

 井口村当巳御物成納払皆 
 済目録 

 ○中里藤蔵 
 
 ●井口村藤吉､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米で江戸廻米､役人廻村時の賄分､ 
 庄屋給(2俵)と､金子で畑米代納･大豆8俵の代納･端米代納がある｡納合米 
 144俵2升5合､金5両1分･銭1貫12文､以上当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  112 
  219 

 Ｃ 
 １ 

 安永３年１１月 
 （１７７４年）・午 

 
 
 井口村当午定免割付之事 

 
 ○後藤又右衛門､川西弥一兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､田方高117石7斗1升7勺､これより納米53 
 石4斗9升8合､畑方はその高より郷蔵敷･川成引き分を除き､有高23石3斗 
 6升3合､この納米3石3斗5升4合(なお新畑は永引き)､結局納米合米56 
 石8斗5升2合､俵にして162俵1斗7升8合(内庄屋給米2俵)､これは午 
 から来る申迄の3ｹ年季の定免｡以上12月10日迄に納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  113 
   99 

 Ｃ 
 １ 

 安永３年１２月 
 （１７７４年）・午 

 井口村御物成納払皆済目 
 録 

 ○中野吉左衛門 
 
 ●井口村:藤吉･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納分は､米にて江戸廻米･端米･庄屋給米(2俵 
 )､金納にて畑米代納･大豆8俵代納･端米代納があり､納合米147俵､金5 
 両1分･永170文6分､以上当午年物成等皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

  

  114 
  220 

 Ｃ 
 １ 

 安永４年１２月 
 （１７７５年）・未 

 
 
 井口村当未免相定之事 

 
 ○曽江忠右衛門､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方は､その石高より当未年の風損分を差引き､ 
 有高113石4升8合､これより早稲刈取定免分の納米1石9升9合､当未風損 
 検見取分の米34石7斗2升6合､畑方はその石高より前々郷蔵敷･川成分を除 
 き､残高より納米3石3斗5升4合､計米39石1斗7升9合､俵にして111 
 俵3斗8升5合､去る午より来る申迄3ｹ年季定免､以上12月10日迄納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  115 
  100 

 Ｃ 
 １ 

 安永４年閏１２月 
 （１７７５年）・未 

 なし 
 (当未年貢諸役皆済目録) 

 ○吉田勝右衛門 
 
 ●井口村庄屋:藤吉､組頭中 

 高391石6斗2升7合､この納入は米で廻米･当春出金元利金子の分､検見賄 
 庄屋給(2俵)､納合米79俵2斗7升8合､金12両3分･永61文5分2厘 
 以上､当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  116 
  101 

 Ｃ 
 １ 

 安永５年１２月 
 （１７７６年）・申 

 なし(当申年物成小物成 
 皆済目録) 

 ○滝口忠蔵 
 
 ●井口村庄屋:藤吉･組頭 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､米で江戸廻米･先納金の御返米･庄屋給 
 前(2俵)､金納で､畑米代納･大豆8俵代納･田米代納があり､納合米134 
 俵1斗2升4合､金11両3分･銭977文｡以上当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  117 
  222 

 Ｃ 
 １ 

 安永６年１１月 
 （１７７７年）・酉 

 
 
 井口村当酉定免割付之事 

 
 ○曽江忠右衛門､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方はその高より納合米は53石4斗9升8合､ 
 畑方はその高より前々引きの蔵敷･川成分を除き､その残高より納米は3石3斗 
 5升4合｡(新田畑高は前々より永引き)｡結局納合米56石8斗5升2合､俵 
 で162俵1斗7升8合(内2俵は庄屋給)､当酉～来る亥迄3ｹ年の据え定免 
 とし､12月10日まで納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  118 
  102 

 Ｃ 
 １ 

 安永６年１２月 
 （１７７７年）・酉 

 なし 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○吉井要助 
 
 ●井口村庄屋:藤吉･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入分は､米にて江戸廻米･庄屋給米(2俵 
 )と､金納では畑米代納･大豆8俵代納･田米代納がある｡結局納合米125俵 
 金15両･銭665文､以上､当酉年の年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  119 
  103 

 Ｃ 
 １ 

 安永７年１２月 
 （１７７８年）・戌 

 覚 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○吉田幸蔵 
 
 ●井口村庄屋:藤吉､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､此の納入分は､米納にて江戸廻米･庄屋給米(2俵) 
 役人廻村時の賄分､金納で畑米代納､大豆8俵代納､金納願の分､端米代納分が 
 あり､納合米132俵1斗2升､金3両1分･銭993文､以上当戌年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  120 
  104 

 Ｃ 
 １ 

 安永８年１２月 
 （１７７９年）・亥 

 
 井口村皆済目録之事 

 ○中野貞右衛門 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で江戸廻米･役人廻村時賄･青 
 柳村･与五郎新田出入時役人来村賄･庄屋給(2俵)､金納で畑米代納･大豆8 
 俵代納･田米代納あり､納合米147俵8升2合5勺､金6両･永11文7分､ 
 以上､当亥年貢等皆済｡ 

 下部に虫喰いあり  
 原本 

 
 状 

 
 １ 
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  121 
  221 

 Ｃ 
 １ 

 安永９年１１月 
 （１７８０年）・子 

 
 井口村当子免相割付之事 

 ○曽江忠右衛門､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方高より納米53石4斗9升8合､畑方はその 
 高より前々からの郷蔵敷･川成分を差引いた額より､納米3石3斗5升4合､新 
 田畑は前々より永引｡田畑納合米56石8斗5升2合､俵にして162俵1斗7 
 升8合､去る酉～今年迄定免による｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  122 
   95 

 Ｃ 
 １ 

 安永９年１２月 
 （１７８０年）・子 

 
 当子皆済目録之事 

 ○吉井要助 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､この納入は米で江戸廻米･端米代納･役人廻村時の賄 
 米･庄屋給米(2俵)､金で畑米代納･大豆8俵代納･金納願の分･端米代納が 
 あり､納合米145俵6升､金6両3分･永128文4分､以上当子年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  123 
  105 

 Ｃ 
 １ 

 天明元年１２月 
 （１７８１年）・丑 

 覚 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○伊藤郡兵衛 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納入が､米納で江戸廻米･庄屋給米(2俵) 
 役人廻村時賄米､金納では畑米代納;大豆8俵代納･端米代納がある｡納合米1 
 47俵4升7合5勺､金6両1分･永105文｡以上､当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  124 
  106 

 Ｃ 
 １ 

 天明２年１２月 
 （１７８２年）・寅 

 
 なし 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○滝口与次右衛門 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納入分は米納で､江戸廻米､当寅年拝借米来 
 る卯～子迄10ｹ年賦で御恵貸渡し､庄屋給米､役人廻村時の賄い米｡金納分は 
 畑米代納､大豆8俵代納､端米代納があり､納合米147俵2升5合､金7両3 
 分･銭372文､以上､当寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  125 
  107 

 Ｃ 
 １ 

 天明３年１２月 
 （１７８３年）・卯 

 なし 
 （卯年貢皆済目録） 

 ○草野六左衛門 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米､役人 
 廻村時の賄い米､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､端米代納があり､納合米1 
 48俵4斗5合､金10両2分､永234文2分2厘､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  126 
  108 

 Ｃ 
 １ 

 天明４年１２月 
 （１７８４年）・辰 

 なし 
 （当辰年貢皆済目録） 

 ○吉田八右衛門 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納入分は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 金納で､畑米代納､大豆8俵代納､端米代納､夫食年賦上納分｡納合米148俵 
 金8両3分･永5文9分､金1両1分･永167文4分､以上辰年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  127 
  223 

 Ｃ 
 １ 

 天明５年１１月 
 （１７８５年）・巳 

 
 井口村当巳定免割付之事 

 ○曽江忠右衛門､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､この内､田方高より納米は53石4斗9升8合､ 
 畑高では､前々より郷蔵敷･川成分を差引き､残り高より納米は3石3斗5升4 
 郷(新畑は前々より川成永引き)｡結局納合米56石8斗5升2合､それは16 
 2俵1斗7升8合(内2俵は庄屋給米となる)､以上当巳～巳迄3ｹ年据置｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  128 
  109 

 Ｃ 
 １ 

 天明５年１２月 
 （１７８５年）・巳 

 
 巳年納物皆済目録 

 ○伊藤郡兵衛 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納分は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時賄分､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､端米代納､作夫食上納分､ 
 納合米149俵2升5合､金8両1分･永227文3分･金1両1分･永167 
 文4分､以上当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  129 
  110 

 Ｃ 
 １ 

 天明６年１２月 
 （１７８６年）・午 

 
 覚 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○吉井要助 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升4合､これより納分は米納として､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 役人川除普請見分賄､御恵拝借米､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､端米 
 代納､作夫食拝借上納分､納合米141俵4升､金11両1分･永162文1分 
 金1両1分･永167文4分､以上当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  130 
  111 

 Ｃ 
 １ 

 天明７年１２月 
 （１７８７年）・未 

 
 覚 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○吉田市郎兵衛 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､先納金元利上納 
 米､庄屋給米､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､端米代納があり､納合米 
 144俵4斗9合5勺､金11両3分･永237文､金2両･永23文1分6厘 
 以上当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  131 
  112 

 Ｃ 
 １ 

 天明８年１２月 
 （１７８８年）・申 

 
 覚 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○中里長蔵 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納分は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 拝借米､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納､作夫食年賦拝借上納 
 分､納合米148俵､金7両1分･永249文4分､金1両1分･永73文6厘 
 以上､当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  132 
  113 

 Ｃ 
 １ 

 寛政元年１２月 
 （１７８９年）・酉 

 覚 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○滝口与次右衛門 
 
 ●井口村庄屋:喜太夫､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納めとして､江戸廻米､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄米､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､ 
 納合米149俵2升(内餅米9俵)､金8両3分､永5分3毛､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  133 
  224 

 Ｃ 
 １ 

 寛政２年１１月 
 （１７９０年）・戌 

 井口村当戌免相定之事  ○吉田八右衛門､後藤文之助､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓､ 

 高157石2斗3升8合7勺､田方納米は53石9升8合､畑方は前々からの引 
 分を除き納米3石3斗5升4合､納合米56石8斗5升2合｡ 

 裏書に｢代官庄田伊三 
 郎､善四郎代｣とあり 

 原本  状  １  ◯  77 
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  134 
  114 

 Ｃ 
 １ 

 寛政２年１２月 
 （１７９０年）・戌 

 覚 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○庄田伊三郎 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入分は米納として､江戸廻米､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､ 
 納合米149俵2升5合､金9両3分･永237文1分4厘5毛､以上年貢皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  135 
  225 

 Ｃ 
 １ 

 寛政３年１１月 
 （１７９１年）・亥 

 
 
 井口村当亥免相定之事 

 
 ○後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方:石入り荒地引き､当亥より卯年迄5ｹ年間 
 の鍬下用捨引きを除き有高:117石3斗7升9合7勺､これより納米53石3 
 斗4升7合､畑方:御蔵敷川成前々引きを除き有高:23石3斗6升3合より納 
 米3石3斗5升4合､新田畑は川成にて前々引きとなっているので､結局納合米 
 56石7斗1合､つまり米162俵1合(内2俵は庄屋給米)､これは戌より来 
 る子迄の3ｹ年定免｡以上12月10日迄に納入のこと｡ 

 ｢御代官吉田藤助 善 
 四郎代｣と裏書きあり 

 
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  136 
  115 

 Ｃ 
 １ 

 寛政３年１２月 
 （１７９１年）・亥 

 なし 
 （当亥年貢皆済目録） 

 ○吉田藤助 
 
 ●井口村庄屋:善四郎･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人 
 廻村時の賄分､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米:1 
 55俵3升5合､金9両1分･永38文2分8厘8毛､以上当亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  137 
  226 

 Ｃ 
 １ 

 寛政４年１１月 
 （１７９２年）・子 

 覚  ○吉田八右衛門､後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米162俵1合(内､2俵は庄屋給米分)､これは去る亥年､定免米合計で､来 
 る12月10日まで納入せよ｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  138 
  119 

 Ｃ 
 １ 

 寛政４年１２月 
 （１７９２年）・子 

 
 覚 
 （当子年貢皆済目録） 

 ○吉井要助 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米で､江戸廻米(内餅米10俵)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄(2回分)､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納が 
 あり､結局納合米148俵2升5合(内餅米10俵)､金7両2分･永191文 
 3分､以上子年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  139 
  227 

 Ｃ 
 １ 

 寛政５年１１月 
 （１７９３年）・丑 

 
 
 井口村当丑免相定之事 

 
 ○吉田俊助､後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方は､石入荒地､鍬下用捨引を除き､有高:1 
 17石3斗7升9合7勺､この納米53石3斗4升7合､畑方は､御蔵敷､前々 
 川成分を差引き､有高23石3斗6升3合､この納米3石3斗5升4合､結局納 
 合米56石7斗1合､つまり162俵1合(庄屋給米2俵含む)､当丑より来る 
 卯迄の3ｹ年据置定免､以上12月10日迄に納入｡ 

 裏書き｢寛政6丑年御 
 代官田中建蔵 清五郎 
 代｣とある｡但し寛政 
 6は寅年の誤り｡ 

 
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  140 
  117 

 Ｃ 
 １ 

 寛政５年１２月 
 （１７９３年）・丑 

 なし 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○田中健蔵 
 
 ●井口村庄屋:善四郎･組頭 

 高391石6斗2升7勺､この納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻 
 村時の賄分､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田方代納､納合米146俵4斗 
 (内餅米10俵)､金納7両1分･永37文5分､以上当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  141 
  228 

 Ｃ 
 １ 

 寛政６年１１月 
 （１７９４年）・寅 

 
 覚 

 ○吉田俊助､後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米162俵1合(内2俵は庄屋給米分)､これは去る丑年に定めた定免米の合計 
 である｡これを来る12月10日までに全て納入のこと｡ 

 裏書に｢寛政6年寅御 
 代官瀧口儀右衛門､清 
 五郎代｣とあり｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  142 
  118 

 Ｃ 
 １ 

 寛政６年１２月 
 （１７９４年）・寅 

 なし 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○瀧口儀右衛門 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村( 
 2回)時の賄米分､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､納合米1 
 46俵5升(内餅米10俵)､金7両1分･永108文4分､以上年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  143 
  229 

 Ｃ 
 １ 

 寛政７年１１月 
 （１７９５年）・卯 

 覚  ○後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米162俵(内2俵は庄屋給米分)､それは去る丑年に定めた定免米の合計であ 
 る｡これを12月10日迄に納入のこととあり｡ 

 裏書に｢御代官吉井要 
 助･清五郎代｣とあり 

 原本  状  １  ◯  77 

  144 
  116 

 Ｃ 
 １ 

 寛政７年１２月 
 （１７９５年）・卯 

 なし 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○吉井要助 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米で､江戸廻米､庄屋給米2俵､代 
 官廻村時の賄米(3回)､金納で､畑米畑､大豆8俵の代納､田米代納があり､ 
 納合米146俵3升2合5勺(内9俵餅米)､金納8両2分2朱･永84文3分 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  145 
  230 

 Ｃ 
 １ 

 寛政８年１１月 
 （１７９６年）・辰 

 
 井口村当辰免相定之事 

 ○吉田俊助､後藤又右衛門､辰年御代官吉田久左衛門､清五郎代 
 
 ●井口村庄屋:清五郎代組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､田方の納米分は53石4斗9升7合､畑方は郷蔵 
 敷･川成による前々引き分を除き､有高23石3斗6升3合､この納入米3石3 
 斗5升4合､新畑は川成にて永引き､結局納合計56石8斗5升1合､つまり1 
 62俵1斗7升7合､定免季明けに付き当辰より来る午年迄3ｹ年据え免｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  146 
   96 

 Ｃ 
 １ 

 寛政８年１２月 
 （１７９６年）・辰 

 覚 
 （当辰年貢皆済目録） 

 ○吉田久左衛門 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7合､納入は､米で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時 
 の賄分2回､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､納合米147俵 
 3升､金7両1分･永46文4分､以上当辰年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 



 分類：Ｃ－１ 貢租－年貢                                                             ＮＯ，１３ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  147 
  231 

 Ｃ 
 １ 

 寛政９年１１月 
 （１７９７年）・巳 

 覚  ○吉田俊助､後藤長兵衛､松岡伊兵衛､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米162俵1斗7升7合､内2俵は庄屋給引き､これは去る辰年の定免米の合計 
 である｡これを来る12月10日迄に納入のこと｡ 

 裏書｢田中健蔵 清五 
 郎代｣とあり｡ 

 原本  状  １  ◯  77 

  148 
  120 

 Ｃ 
 １ 

 寛政９年１２月 
 （１７９７年）・巳 

 なし 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○田中健蔵 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭 

 高391石6斗2升7勺､納入は米にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､大豆8俵代 
 納､田米代納あり､納合米147俵3升(内餅米10俵)､金納にて7両1分2 
 朱･永131文2分3厘5毛､以上､当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  149 
  232 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１０年１１月 
 （１７９８年）・午 

 覚  ○後藤長兵衛､松岡伊兵衛､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米162俵1斗7升7合､内､庄屋給2俵､これは去る辰年にきめた定免米の合 
 計である｡来る12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  150 
  121 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１０年１２月 
 （１７９８年）・午 

 なし 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○草野六左衛門 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7合､納入は､米にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村 
 時(2回)の賄分､金納にて､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合 
 米147俵3升､金6両2分2朱･永64文4分､以上当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  151 
  233 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１１年１１月 
 （１７９９年）・未 

 
 
 井口村当未免相定之事 

 
 ○松岡伊兵衛､後藤又右衛門 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､田方高47石7斗1升7勺､この納米は53石4 
 斗9升7合､畑方は御蔵敷･川成の前々引の分を除き､残高23石3斗6升3合 
 より納米は3石3斗5升4合､新田畑は前々から川成永引き､結局納合米56石 
 8斗5升1合､つまり162俵1斗7升7合､定免年季明けで来る酉年より3ｹ 
 年据免として定めたもの｡これを12月10日までに納入｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  152 
  122 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１１年１２月 
 （１７９９年）・未 

 なし 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○杉野友兵衛 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米にて､江戸廻米(内餅米10俵)､庄屋給 
 米2俵､役人廻村時(2回)の賄分あり､金納では畑米代納､大豆8俵代納､田 
 米代納分あり､納合米147俵3升､金8両2朱･永1分1厘5毛､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  153 
  234 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１２年１１月 
 （１８００年）・申 

 覚  ○吉田俊助､後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭･惣百姓中 

 米162俵1斗7升7合(内2俵は庄屋給米)､これは去る未年に定めた定免に 
 よる米合計である｡これを来る12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  154 
  123 

 Ｃ 
 １ 

 寛政１２年１２月 
 （１８００年）・申 

 なし 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○瀧口儀右衛門 
 
 ●井口村庄屋:善四郎代組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､米で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻 
 村時の片食賄分､金納で､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米1 
 47俵5升5合(内餅米10俵)､金7両3分･永40文2分､以上年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  155 
  235 

 Ｃ 
 １ 

 享和元年１１月 
 （１８０１年）・酉 

 覚  ○吉田俊助､後藤長兵衛､後藤又右衛門 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭･惣百姓 

 米162俵1斗7升7合(内2俵は庄屋給米)､これは去る未年に定めた定免に 
 よる納米である｡これを来る12月10日までに納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  156 
  124 

 Ｃ 
 １ 

 享和元年１２月 
 （１８０１年）・酉 

 覚 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○佐藤又兵衛 
 
 ●井口村庄屋:善四郎､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､米納にて江戸廻米､庄屋給米2俵､役人 
 廻村時の片食賄分､金納にて畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､納合米1 
 47俵3升(内餅米10俵)､金7両2分2朱･永85文1分､以上酉年貢皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  157 
  236 

 Ｃ 
 １ 

 享和２年１１月 
 （１８０２年）・戌 

 
 
 井口村当戌定免割付之事 

 
 ○吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合(免4ﾂ 
 5分6厘5毛)､畑方納米では､郷蔵敷･前々川成分を差引き､有高より納米3 
 石3斗5升4合､なお新田方は前々より川成永引きとなっている｡結局納合米5 
 7石8升9合､俵にして163俵4升6合(内庄屋給米2俵)｡当年の定免年季 
 明けを機に､当戌より子年迄田方免が2厘増しの定免となる｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  158 
  125 

 Ｃ 
 １ 

 享和２年１２月 
 （１８０２年）・戌 

 覚 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○山田長十郎 
 
 ●井口村庄屋:武左衛門､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 役人廻村時の片食賄分があり､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あ 
 り､納合米147俵3升5合(内餅米10俵)､金7両2朱･永50文3分｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  159 
  237 

 Ｃ 
 １ 

 享和３年１１月 
 （１８０３年）・亥 

 覚  ○吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米163俵4升6合(内2俵は庄屋給米)､これは去る戌年に定めた定免による 
 納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  160 
  126 

 Ｃ 
 １ 

 享和３年１２月 
 （１８０３年）・亥 

 覚 
 （当亥年貢皆済目録） 

 ○大竹宗十郎 
 
 ●井口村庄屋:武左衛門､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納として､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 役人廻村時の片食賄米､金納として､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､ 
 納合米147俵3升(内糯9俵)､金6両1分･永75文8分､亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，１４ 
 

  161 
  239 

 Ｃ 
 １ 

 文化元年１１月 
 （１８０４年）・子 

 覚  ○吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米263俵4升6合(内2俵は庄屋給米)､これは去る戌年に決めた定免の納合 
 米である｡これを12月10日迄に納入すること｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  162 
  127 

 Ｃ 
 １ 

 文化元年１２月 
 （１８０４年）・子 

 
 覚 
 （当子年貢皆済目録） 

 ○田中健蔵 
 
 ●井口村庄屋:武左衛門､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 谷川通り欠所普請人足174人分の扶持米(半分)､役人廻村時の片食賄分､金 
 納として､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納､納合米147俵1斗7升6合2 
 勺5才(内糯10俵)､金6両2分2朱･永8文4厘7毛､以上子年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  163 
  240 

 Ｃ 
 １ 

 文化２年１１月 
 （１８０５年）・丑 

 
 
 井口村当丑免相定之事 

 
 ○吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､田方の納米は､53石7斗3升5合､畑方では郷 
 蔵敷･川成永引き分を除き､有高より納米は､3石3斗5升4合､なお新田高は 
 前々より川成永引きで､結局納合米57石8升9合､俵にして163俵4升6合 
 (内2俵は庄屋給米)､なお定免年季明けとなっているが､当丑より卯年迄据居 
 定免としている｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  164 
  128 

 Ｃ 
 １ 

 文化２年１２月 
 （１８０５年）・丑 

 なし 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○草野六左衛門 
 
 ●井口村庄屋:武左衛門､組頭中 

 高391石6斗2升7合､これより納入は米納として､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 役人廻村時の片食賄いがあり､金納としては､畑米代納､大豆8俵代納､田米代 
 納があり､納合米147俵3升､金7両･永79文5厘2毛､以上丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  165 
  241 

 Ｃ 
 １ 

 文化３年１１月 
 （１８０６年）・寅 

 覚  ○瀧口偽右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合(内庄屋給米2俵)､これは去る丑年に決めた定免の納合米 
 である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  166 
  129 

 Ｃ 
 １ 

 文化３年１２月 
 （１８０６年）・寅 

 覚 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○吉田要助 
 
 ●井口村庄屋:武左衛門､組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納では､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村 
 時の片食賄分､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米1 
 47俵3升(内糯9俵)､金6両2分2朱･永43文8分､以上寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  167 
  242 

 Ｃ 
 １ 

 文化４年１１月 
 （１８０７年）・卯 

 覚  ○瀧口儀右衛門､吉田俊助･後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る丑年に決めた定免に基づく 
 もの｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  168 
  130 

 Ｃ 
 １ 

 文化４年１２月 
 （１８０７年）・卯 

 覚 
 （卯年貢皆済目録） 

 ○松下円次郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納では､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄分､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合 
 米147俵3升(内糯6俵)､金7両･永113文1分2厘9毛､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  169 
  243 

 Ｃ 
 １ 

 文化５年１１月 
 （１８０８年）・辰 

 
 
 井口村当辰免相定之事 

 
 ○滝口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､この内､田方納米は53石7斗3升5合､畑方で 
 は､御蔵敷･川成前々永引き分を除いた有高より納米は3石3斗5升4合､新畑 
 高は前々より川成永引き､結局､納合米57石8升9合､俵にして163俵4升 
 6合(内2俵は庄屋給米)､これは定免年季明けを機に当辰より来る午年迄の3 
 ｹ年間据免としたもの｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  170 
  131 

 Ｃ 
 １ 

 文化５年１２月 
 （１８０８年）・辰 

 覚 
 （当辰年貢皆済目録） 

 ○大竹宗十郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役 
 人廻村時の片食賄米､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納あり､結局 
 納合米47俵3升(内糯6俵)､金8両2分2朱･永57文3分5厘9毛｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  171 
  244 

 Ｃ 
 １ 

 文化６年１１月 
 （１８０９年）・巳 

 覚  ○瀧口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合(内2俵は庄屋給米)､これは去る辰年に決めた定免による 
 納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  172 
  132 

 Ｃ 
 １ 

 文化６年１２月 
 （１８０９年）・巳 

 なし 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○田中健蔵 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米納分が廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時の 
 片食賄分､金納分が､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納で､納合米147俵3 
 升(内糯6俵)､金納6両1分2朱･永109文4分2厘3毛､以上年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  173 
  247 

 Ｃ 
 １ 

 文化７年１１月 
 （１８１０年）・午 

 覚  ○瀧口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内､2俵は庄屋給米､これは去る辰年に定めた定免による 
 納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  174 
  133 

 Ｃ 
 １ 

 文化７年１２月 
 （１８１０年）・午 

 覚 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○伊藤佳助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納で､廻米､庄屋給米2俵､役人廻 
 村時の片食賄分､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米 
 147俵3升(内糯6俵)､金5両3分2朱･永6文8分､以上当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，１５ 
 

  175 
  245 

 Ｃ 
 １ 

 文化８年１１月 
 （１８１１年）・未 

 
 井口村当未免相定之事 

 ○瀧口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方は 
 郷蔵敷･川成前々永引きを除いた有高より納米3石3斗5升4合､新田高は前々 
 より川成永引きで､結局納米合57石8升9合､俵にして163俵4升6合､こ 
 れは定免季明けに付き､当未年より酉年迄据免としたもの｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  176 
  134 

 Ｃ 
 １ 

 文化８年１２月 
 （１８１１年）・未 

 覚 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○田中壮左衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米納で､廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時の 
 片食賄分､金納では､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米147 
 俵3升､金6両1分･永43文7分1厘4毛､以上､当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  177 
  246 

 Ｃ 
 １ 

 文化９年１１月 
 （１８１２年）・申 

 覚  ○瀧口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米､これは去る未年に決めた定免による納 
 合米である｡これを来る12月10迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  178 
  135 

 Ｃ 
 １ 

 文化９年１２月 
 （１８１２年）・申 

 覚 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○伊藤佳助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村 
 時の片食賄分､金納では畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米14 
 7俵3升(内糯6俵)､金5両3分2朱･永106文3毛､以上当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  179 
  248 

 Ｃ 
 １ 

 文化１０年１１月 
 （１８１３年）・酉 

 覚  ○山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る未年に決めた定免による納 
 合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  180 
  136 

 Ｃ 
 １ 

 文化１０年１２月 
 （１８１３年）・酉 

 覚 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○大竹良右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の片食賄分､金納にて､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､ 
 納合米147俵3升､金6両1分･永47文2分4厘7毛､以上当酉年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  181 
  249 

 Ｃ 
 １ 

 文化１１年１１月 
 （１８１４年）・戌 

 
 
 井口村当戌免相定之事 

 
 ○山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方は 
 郷蔵敷･川成分を除外した有高より､納米は3石3斗5升4合､(新田高は前々 
 より川成永引き)､結局､納合米は57石8升9合､俵にして163俵4升6合 
 (内庄屋給米2俵)､これは定免季明けに付き､当戌より子年まで3ｹ年据免と 
 しての納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  182 
  137 

 Ｃ 
 １ 

 文化１１年１２月 
 （１８１４年）・戌 

 覚 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○北川忠治 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 代官廻村時の片食賄米､金納にて､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､ 
 納合米47俵3升(内糯6俵)､金6両2分･永49文8分2厘9毛､以上皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  183 
  250 

 Ｃ 
 １ 

 文化１２年１１月 
 （１８１５年）・亥 

 覚  ○山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る戌年に決めた定免による当 
 年の納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  184 
  138 

 Ｃ 
 １ 

 文化１２年１２月 
 （１８１５年）・亥 

 覚 
 （当亥年貢皆済目録） 

 ○大竹良右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入分は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻 
 村時の片食賄分､金納にて､畑米代納､大豆8俵代納､田米代納があり､納合米 
 147俵1升5合､金6両2朱･永96文2分2毛､以上当亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  185 
  251 

 Ｃ 
 １ 

 文化１３年１１月 
 （１８１６年）・子 

 覚  ○山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る亥年に決めた定免による当 
 年の納入米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  186 
  139 

 Ｃ 
 １ 

 文化１３年１２月 
 （１８１６年）・子 

 
 覚 
 （当子年貢皆済目録） 

 ○松下円次郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納辻163俵4升7合(内糯6俵)､この内訳は､米 
 納で､庄屋給米2俵､江戸廻米､代官廻村時の賄米､風損にて拝借米返済の分､ 
 金納にて､畑米代納､大豆代納､残米払い､田米代納があり､結局納合米151 
 俵2斗8升2合､金8両2分､銭90文､以上当年年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  187 
  238 

 Ｃ 
 １ 

 文化１４年１１月 
 （１８１７年）・丑 

 
 井口村当丑免相定之事 

 ○瀧口儀右衛門､山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋:組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方で 
 は郷蔵敷･川成分を除いた有高より納米は3石3斗5升4合(なお新田方は前々 
 川成永引き)｡結局､納合米57石8升9合､俵にして163俵4升6合(内2 
 俵は庄屋給米)､定免年季明けにより､当丑年から卯年の3ｹ年据免とする｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  188 
  140 

 Ｃ 
 １ 

 文化１４年１２月 
 （１８１７年）・丑 

 
 覚 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○庄田伊三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納辻米163俵4升7合､この内訳は､米納にて､庄 
 屋給米2俵､江戸廻米､役人廻村時の賄分､金納にて､畑米代納､大豆代納､田 
 米代納分があり､結局納合米152俵2斗8升2合､金6両1分2朱･銭480 
 文､以上当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 



 分類：Ｃ－１ 貢租－年貢                                                             ＮＯ，１６ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  189 
  252 

 Ｃ 
 １ 

 文政元年１１月 
 （１８１８年）・寅 

 覚  ○滝口儀右衛門､山田長十郎､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内庄屋給米2俵｡これは去る丑年に決めた定免に基づく当 
 年の納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  190 
  141 

 Ｃ 
 １ 

 文政元年１２月 
 （１８１８年）・寅 

 覚 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○北川忠治 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人 
 廻村時の賄分､金納にて､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米152 
 俵2斗6升2合(内糯6俵)､金5両3分2朱､銭161文､以上当寅年貢皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  191 
  253 

 Ｃ 
 １ 

 文政２年１１月 
 （１８１９年）・卯 

 覚  ○松下円次郎､後藤又平､瀧口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内､2俵は庄屋給米｡これは去る丑年に決めた定免による 
 当年の納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  192 
  142 

 Ｃ 
 １ 

 文政２年１２月 
 （１８１９年）・卯 

 覚 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○久野武助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵 
 役人見分廻村時の賄分､金納では､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合 
 米152俵2斗9升2合､金4両3分2朱･銭543文｡以上卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  193 
  254 

 Ｃ 
 １ 

 文政３年１１月 
 （１８２０年）・辰 

 
 井口村当辰免相定之事 

 ○松下円次郎､後藤又平､滝口儀右衛門､吉田俊助､後藤長兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方は 
 郷蔵敷､前々川成分を差引いた有高より､納米は3石3斗5升4合｡新田畑は前 
 々より川成引きとなっていて､結局納合米57石8升9合､俵にして163俵4 
 升6合､これは定免年季明けに付き当辰年より午年迄の3ｹ年据免による納米｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  194 
  143 

 Ｃ 
 １ 

 文政３年１２月 
 （１８２０年）・辰 

 覚 
 （当辰年貢皆済目録） 

 ○大竹良右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役 
 人廻村時の片食賄分､金納で､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米1 
 52俵2斗6升2合(内､糯6俵)､金6両2朱･銭3貫468文､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  195 
  255 

 Ｃ 
 １ 

 文政４年１１月 
 （１８２１年）・巳 

 覚  ○後藤又平､松下円次郎､滝口儀右衛門､吉田俊助 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163石4升6合､内庄屋給米2俵｡これは去る辰年に決めた定免による当年 
 の納入米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  196 
  144 

 Ｃ 
 １ 

 文政４年１２月 
 （１８２１年）・巳 

 覚 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○伊藤佳助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で江戸廻米､庄屋給米2俵､役 
 人廻村時の賄分､金納では､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米14 
 7俵1升(内糯6俵)､金7両2分･銭381文､以上､当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  197 
  256 

 Ｃ 
 １ 

 文政５年１１月 
 （１８２２年）・午 

 覚  ○後藤又平､松下円次郎､瀧口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る辰年に決めた定免による当 
 年の年貢米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  198 
  145 

 Ｃ 
 １ 

 文政５年１２月 
 （１８２２年）・午 

 なし 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○中野定右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時 
 の賄分､金納で､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米147俵3升5 
 合(内糯6俵)金7両2朱･銭45文､以上､当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  199 
  257 

 Ｃ 
 １ 

 文政６年１１月 
 （１８２３年）・未 

 
 井口村当未免相定之事 

 ○松下円次郎､後藤又平､瀧口儀右衛門､ 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納入は､53石7斗3升5合､畑方 
 では､前々からの郷蔵敷､川成分を差引き､結局納合米57石8斗9合､俵にし 
 て163俵4升6合(内2俵は庄屋給米)､これは定免年季明けのため､当未よ 
 り酉年迄3ｹ年据免としての当年の納入米｡これを12月10日迄に納入のこと 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  200 
  146 

 Ｃ 
 １ 

 文政６年１２月 
 （１８２３年）・未 

 なし 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○大竹良右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄分､金納にて､畑米代納､大豆代納､田米代納あり､納合米14 
 7俵1升(内糯6俵)､金7両2朱･銭380文､以上､当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  201 
  258 

 Ｃ 
 １ 

 文政７年１１月 
 （１８２４年）・申 

 覚  ○伊藤佳助､後藤又平､滝口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る未年に決めた定免による当 
 年の納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  202 
  147 

 Ｃ 
 １ 

 文政７年１２月 
 （１８２４年）・申 

 覚 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○鈴木半六 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄米､金納にて畑米代納､大豆代納､田米代納あり､納合米147 
 俵3升(内糯6俵)､金6両3分･銭149文､以上､当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，１７ 
 

  203 
  259 

 Ｃ 
 １ 

 文政８年１１月 
 （１８２５年）・酉 

 覚  ○伊藤佳助､後藤又平､瀧口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る未年に決めた定免による当 
 年の納合米｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  204 
  148 

 Ｃ 
 １ 

 文政８年１２月 
 （１８２５年）・酉 

 なし 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○北村猪三治 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高391石6斗2升7勺､納入は､米納にて江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村 
 時の賄分､金納にて､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米147俵3 
 升､金8両1分･銭459文､以上､当酉年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  205 
  260 

 Ｃ 
 １ 

 文政９年１１月 
 （１８２６年）・戌 

 
 
 井口村当戌免相定之事 

 
 ○北川類右衛門､伊藤佳助､瀧口儀右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方は 
 御蔵敷･川成分を差引いた有高より､納入は3石3斗5升4合(新田畑は前々よ 
 り川成永引き)｡納合米57石8升9合､俵にして163俵4升6合(内､庄屋 
 給米2俵)｡これは定免年季明けに付き､当年戌より来る子年までの3ｹ年間据 
 免としたもの｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  206 
  149 

 Ｃ 
 １ 

 文政９年１２月 
 （１８２６年）・戌 

 なし 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○久野武助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄分､金納で､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米14 
 7俵3斗9升､金5両1分･銭466文､以上､当戌年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  207 
  261 

 Ｃ 
 １ 

 文政１０年１１月 
 （１８２７年）・亥 

 覚  ○北川類右衛門､伊藤佳助､瀧口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る戌年に決めた定免による当 
 年の納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  208 
  150 

 Ｃ 
 １ 

 文政１０年１２月 
 （１８２７年）・亥 

 なし 
 （当亥年貢皆済目録） 

 ○大竹波助 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄分があり､金納では､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納 
 合米147俵1升､金6両3分2朱･銭291文､以上､当亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  209 
  262 

 Ｃ 
 １ 

 文政１１年１１月 
 （１８２８年）・子 

 覚  ○北川類右衛門､伊藤佳助､後藤又平､瀧口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る戌年に決めた定免による当 
 年の年貢納入米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  210 
  263 

 Ｃ 
 １ 

 文政１２年１１月 
 （１８２９年）・丑 

 
 井口村当丑免相定之事 

 ○北川類右衛門､伊藤佳助､後藤又平､瀧口儀右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方の納入は米で､53石7斗3升5合 
 畑方では､御蔵敷･川成分を差引いた有高より納米は3石3斗5升4合(新田畑 
 は以前より川成に付き除かれる)｡結局納合米57石8升9合､俵にて163俵 
 4升6合｡これは定免年季明けに付き､当丑年より卯年迄の3ｹ年据免とする｡ 

 下部に変色･虫喰いあ 
 り｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  211 
  151 

 Ｃ 
 １ 

 文政１２年１２月 
 （１８２９年）・丑 

 なし 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○久野武助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入方は､米納にて､江戸廻米､庄屋給米2 
 俵､代官廻村時の賄分､金納にて､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合 
 米147俵1升､金7両1分･銭446文｡以上､当丑年貢皆済｡ 

 虫喰い･紙の破損あり  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  212 
  264 

 Ｃ 
 １ 

 文政１３年１１月 
 （１８３０年）・寅 

 覚  ○北川類右衛門､伊藤佳助､後藤又兵衛､瀧口儀右衛門 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米163俵4升6合､内2俵は庄屋給米｡これは去る丑年に決めた定免による当 
 年の年貢米である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  213 
  152 

 Ｃ 
 １ 

 天保元年１２月 
 （１８３０年）・寅 

 覚 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○松下円次郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7合､納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時 
 の賄分､金納で､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､納合米147俵3升5 
 合､金8両1分3朱･銭400文､以上､当寅年貢皆済｡ 

 この年12月に天保と 
 改元｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  214 
  153 

 Ｃ 
 １ 

 天保２年１２月 
 （１８３１年）・卯 

 なし 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○山本林蔵 
 ●井口村庄屋･百姓中 

 納入は米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時の賄米､金納で､畑米代納 
 大豆代納､田米代納があり､納合米147俵1升､金7両･永2文2分｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  215 
  154 

 Ｃ 
 １ 

 天保４年１２月 
 （１８３３年）・巳 

 覚 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○庄田小三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､江戸廻米､庄屋給米2俵､ 
 役人廻村時の賄分､金納では､畑米代納､大豆代納､田米代納があり､結局納合 
 米147俵3升5合､金10両2分･永14文3分7毛､以上当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  216 
  155 

 Ｃ 
 １ 

 天保７年１２月 
 （１８３６年）・申 

 なし 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○久野桂五郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納にて､廻米､庄屋給米2俵､役人廻村時の 
 賄分､金納にて､畑米代納､田米代納があり､納合米153俵3升､金7両3分 
 2朱､永11文9分6厘3毛､以上､当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  217 
  156 

 Ｃ 
 １ 

 天保１１年１２月 
 （１８４０年）・子 

 覚 
 （当子年貢皆済目録） 

 ○川崎茂八郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納として､廻米(内6俵は糯)､ 
 庄屋給米2俵､役人廻村時の賄分があり､金納として､田米代納がある｡結局納 
 合米162俵1斗2升5勺､金1分･永58文3分2厘8毛｡以上当子年貢皆済 

 
 下部に虫喰いあり｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，１８ 
 

  218 
  157 

 Ｃ 
 １ 

 天保１２年１２月 
 （１８４１年）・丑 

 なし 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○山田與一郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納にて､江戸廻米(内2俵は糯) 
 庄屋給米2俵､役人廻村時の賄分､金納で田米代納分がある｡結局納合米161 
 俵1升､永41俵9分9厘､以上､当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  219 
  158 

 Ｃ 
 １ 

 天保１３年１２月 
 （１８４２年）・寅 

 覚 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○三宅慎平 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納にて､廻米(内､糯6俵)､庄 
 屋給米､役人廻村時の賄米があり､金納では､田米代納がある｡結局､納合米: 
 163俵3升､永17文3分7厘2毛､以上､当寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  220 
  159 

 Ｃ 
 １ 

 天保１４年１２月 
 （１８４３年）・卯 

 なし 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○久野桂五郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は米納として､廻米､庄屋給米2俵､役人廻 
 村時の賄分があり､金納では､出米代納分があり､結局､納合米163俵3升5 
 合､永15文6分6厘4毛､以上､当卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  221 
  161 

 Ｃ 
 １ 

 弘化元年１２月 
 （１８４４年）・辰 

 覚 
 （当辰年貢皆済目録）） 

 ○鈴木善右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納として､廻米､庄屋給米2俵､役 
 人廻村時の賄米分あり､金納として､田米代納分がある｡結局､納合米163俵 
 3升5合､永16文8分5厘6毛､以上､当辰年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  222 
  162 

 Ｃ 
 １ 

 弘化２年１２月 
 （１８４５年）・巳 

 覚 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○川崎茂八郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､廻米(内､糯7俵)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄分､金納として､田米代納あり､結局､納合米163 
 俵1升5合､永48文3分4厘4毛､以上､当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  223 
  163 

 Ｃ 
 １ 

 弘化３年１２月 
 （１８４６年）・午 

 なし 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○三宅慎平 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高291石6斗2升7勺､これより納入は､米納として､廻米(内､糯8俵)､ 
 庄屋給米2俵､役人廻村時の賄分､金納では､出米代納あり､結局､納合米16 
 3俵3升､永19文2分5厘6毛｡以上､当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  224 
  160 

 Ｃ 
 １ 

 弘化４年１２月 
 （１８４７年）・未 

 なし 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○三田浅之助 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高291石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､廻米(内､糯8俵)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄米あり､金納では､田米代納があり､結局､納合米1 
 63俵3升(内､糯8俵)､永18文4分4厘9毛｡以上､当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  225 
  164 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永元年１２月 
 （１８４８年）・申 

 なし 
 （当申年貢皆済目録） 

 ○鈴木善兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は､米納で､廻米(内､8俵は糯)､庄 
 屋給米2俵､役人廻村時の賄があり､金納で､田米代納がある｡結局､納合米1 
 63俵1升､永40文7分6厘6毛｡以上､当申年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  226 
  165 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永２年１２月 
 （１８４９年）・酉 

 なし 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○田中孫八 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は163俵4升7合､この内訳は､米納にて､廻 
 米(内､8俵は糯)､庄屋給米(2俵)､役人廻村時の賄分があり､金納では田 
 米代納がある｡納合米163俵3升､金､永27文3分3厘､以上当酉年貢皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  227 
  166 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永３年１２月 
 （１８５０年）・戌 

 なし 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○川崎茂八郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納にて､廻米(内､8俵は糯)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分あり､金納では田米代納があって､結局､納合米162俵 
 2斗3升3合3勺､金1分2朱､永116文9分7厘9毛､以上､当戌年貢皆済 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  228 
  167 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永４年１２月 
 （１８５１年）・亥 

 なし 
 （当亥年貢皆済目録） 

 ○三宅慎平 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納で､廻米(内糯8俵)､庄屋給米 
 2俵､役人廻村時の賄分あり､金納では田米代納がある｡結局､納合米162俵 
 2斗1升7合､金1分･永51文3分8厘7毛､以上､当亥年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  229 
  168 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永５年１２月 
 （１８５２年）・子 

 覚 
 （当子年貢皆済目録） 

 ○三田仁右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納にて､廻米(内8俵は糯)､庄屋給米2俵 
 役人廻村時の賄分あり､金納では田米代納がある｡結局､納合米163俵2合5 
 勺､永83文2分9厘6毛､以上､当子年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  230 
  169 

 Ｃ 
 １ 

 嘉永６年１２月 
 （１８５３年）・丑 

 覚 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○田中孫八 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は米納で､廻米(内8俵は糯)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分､金納では田米代納がある｡結局､納合米163俵1斗､ 
 永43文6分1厘1毛､以上､当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  231 
  170 

 Ｃ 
 １ 

 安政元年１２月 
 （１８５４年）・寅 

 なし 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○鈴木善兵衛 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納にて､廻米(内8俵は糯)､庄屋給米2俵 
 役人廻村時の賄分あり､金納では田米代納がある｡結局､納合米163俵1升7 
 合5勺､永34文7分3毛､以上､当寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

 
 
 



 分類：Ｃ－１ 貢租－年貢                                                            ＮＯ，１９ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  232 
  171 

 Ｃ 
 １ 

 安政２年１２月 
 （１８５５年）・卯 

 覚 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○川崎茂八郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納入は米納にて､廻米(内､8俵は糯)､庄屋給 
 米2俵､役人廻村時の賄分があり､金納では田米代納がある｡結局､納合米16 
 2俵2斗6合､金1分1朱､永40文5分8厘4毛､以上､当卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  233 
  172 

 Ｃ 
 １ 

 安政３年１２月 
 （１８５６年）・辰 

 
 なし 
 （当辰年貢皆済目録） 

 ○柴田順平 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納では､廻米(内､8俵は糯)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分､赤土拵え･板類等津出時の人足扶持米(125人分)､ 
 金納では田米代納がある｡結局､納合米172俵1斗7升､金1分3朱､永38 
 文6分9厘｡以上､当辰年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  234 
  173 

 Ｃ 
 １ 

 安政４年１２月 
 （１８５７年）・巳 

 なし 
 （当巳年貢皆済目録） 

 ○草野卯三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納で､廻米(内､8俵は糯)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄分があり､金納では田米代納がある｡結局納合米17 
 3俵3升､金3朱､永16文9分8厘9毛｡以上､当巳年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  235 
  174 

 Ｃ 
 １ 

 安政５年１２月 
 （１８５８年）・午 

 なし 
 （当午年貢皆済目録） 

 ○三宅慎平 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､納入は米納にて､廻米(内､8俵は糯)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分､金納では田米代納があり､納合米168俵1斗2合5勺 
 金2分2朱､永22文5毛､以上､当午年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  236 
  175 

 Ｃ 
 １ 

 安政６年１２月 
 （１８５９年）・未 

 覚 
 （当未年貢皆済目録） 

 ○三田仁右衛門 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石2升7勺､これより納入は米納で､廻米(内8俵は糯)､庄屋給米2 
 俵､役人廻村時の賄分､金納で､田米代納分があり､納合米171俵1斗2升1 
 合､金2分1朱･永35文4分7毛､以上､当未年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  237 
   23 

 Ｃ 
 １ 

 万延元年１２月 
 （１８６０年）・申 

 覚 
 （当申年貢皆済状） 

 ○山本半治 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､米135俵1斗1升､庄屋給米2俵､役人廻村時の賄 
 米等があり､納合米134俵2斗9升9合5勺､金2分･永32文8分3厘4毛 
 但し､銭替えは6貫500文､以上､皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  238 
  265 

 Ｃ 
 １ 

 文久元年１０月 
 （１８６１年）・酉 

 
 
 井口村当酉免相定之事 

 
 ○三宅慎平､松下助太夫､牧野廉三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方は､去る申年の石砂入り地の鍬下2 
 ｹ年の内を除いた有高より納入は､米52石8斗4升6合､畑方では､前々より 
 の御蔵敷･川成分を除いた有高から納入は6石9斗4升7合､結局､納合米59 
 石7斗9升3合､俵にして170俵3斗4升3合(内､庄屋給米2俵)､これは 
 定免年季内であるが去る申年の1ｹ月引きに戻って決めた当年の年貢米｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  239 
   31 

 Ｃ 
 １ 

 文久元年１２月 
 （１８６１年）・酉 

 
 なし 
 （当酉年貢皆済目録） 

 ○鶴見伊八郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納米は170俵3斗5升1合､この内訳は､ 
 廻米168俵2斗6升6合､庄屋給米2俵､その外､役人廻村時の賄分があり､ 
 結局納合米170俵2斗9升6合､金2朱､永1文6分4厘6毛､但し両替銭6 
 貫600文｡以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  240 
   32 

 Ｃ 
 １ 

 文久２年１２月 
 （１８６２年）・戌 

 
 なし 
 （当戌年貢皆済目録） 

 ○草野卯三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､この納合米172俵3斗8升3合(内糯10俵)､金 
 1分2朱･永58文5分1厘3毛､この中身は､米では､庄屋給米2升､廻米1 
 70俵2斗6升6合､役人植付け時の見分賄い米､金納では白米代納分1分2朱 
 永58文5分1厘3毛､以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  241 
  266 

 Ｃ 
 １ 

 文久３年１１月 
 （１８６３年）・亥 

 覚  ○三宅慎平､瀧口儀右衛門､松下助太夫､山田與一郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米173俵1斗5升､内2俵は庄屋給米､これは去る戌年に決めた定免による当 
 年の年貢である｡これを12月10日迄に納入の事｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  242 
  268 

 Ｃ 
 １ 

 元治元年１１月 
 （１８６４年）・子 

 
 子年御年貢可納割付之事 

 ○黒田新兵衛､清水忠次郎､須田新之丞､高橋善蔵 
 
 ●(井口村)庄屋･組頭･百姓代 

 高323石4斗5升1合3勺､これより田方納米は51石4斗4升(免5ﾂ4分 
 3厘2毛)､畑方は､前々郷蔵敷地を差引いた有高より､納米は3石2斗7升9 
 合､結局､納米54石7斗1升9合､それに口米､前々増米分が加わり､納合米 
 161俵1斗5升6合8勺､これを11月20日限り納めること｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  243 
  267 

 Ｃ 
 １ 

 元治元年１１月 
 （１８６４年）・子 

 覚  ○三宅慎平､滝口儀右衛門､松下助太夫､山田與一郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 173俵1斗5升5合､内2俵は庄屋給米､これは去る戌年に取り決めた定免に 
 よる当年の年貢である｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

 
 
 
 



 Ｃ－１ 貢租－年貢                                                                 ＮＯ，２０ 
 

  244 
  269 

 Ｃ 
 １ 

 慶応元年１１月 
 （１８６５年）・丑 

 
 井口村当丑免相定之事 

 ○三宅慎平､瀧口儀右衛門､松下助太夫､山田與一郎､中川左七 
   郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方の納米は53石7斗3升5合､畑方 
 では前々よりの郷蔵敷･川成分を引き去った有高より､納米は6石9斗4升7合 
 で結局､納合米60石6斗8升2合､俵にして173俵1斗5升5合､内2俵は 
 庄屋給米､これは定免年季明けにて当丑年より卯年迄据免にしての当年の年貢｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  245 
  176 

 Ｃ 
 １ 

 慶応元年１２月 
 （１８６５年）・丑 

 覚 
 （当丑年貢皆済目録） 

 ○山本半治 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､廻米(内8俵は糯)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄分､金納にて､田米代納があり､納合米72俵3斗9 
 升3合､金3分3朱､永27文3分3厘､以上､当丑年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  246 
   35 

 Ｃ 
 １ 

 慶応２年１１月 
 （１８６６年）・寅 

 
 覚 

 ○三宅慎平､瀧口與三右衛門､松下助太夫､山田與一郎､中川左 
   七郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓中 

 米173俵1斗5升5合､内､2俵は庄屋給米｡これは去る丑年に決めた定免に 
 よる納合米である｡これを12月10日迄に納入のこと､とする年貢納入の催促 
 状｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  247 
  177 

 Ｃ 
 １ 

 慶応２年１２月 
 （１８６６年）・寅 

 覚 
 （当寅年貢皆済目録） 

 ○草野卯三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､廻米(内8俵は糯)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄分､金納にて､田米代納があり､納合米162俵3斗 
 5升､金2両2朱･永13文1分8厘9毛､以上当寅年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  248 
   36 

 Ｃ 
 １ 

 慶応３年１１月 
 （１８６７年）・卯 

 
 覚 

 ○三宅慎平､瀧口與三右衛門､松下助太夫､山田與一郎､中川左 
   七郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 米173俵1斗5升5合(内2俵は庄屋給米)､これは丑(慶応元年)年に決め 
 た定免による納米合計｡これを12月10日迄に納入のこと｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  249 
  178 

 Ｃ 
 １ 

 慶応３年１２月 
 （１８６７年）・卯 

 覚 
 （当卯年貢皆済目録） 

 ○草野卯三郎 
 
 ●井口村庄屋･組頭中 

 高391石6斗2升7勺､これより納入は米納にて､廻米(内8俵は糯)､庄屋 
 給米2俵､役人廻村時の賄米､金納にて､田米代納があり､納合米173俵1斗 
 2升2合､金2朱､永22文2分5厘､以上当卯年貢皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  250 
  270 

 Ｃ 
 １ 

 明治元年１１月 
 （１８６８年）・辰 

 
 
 井口村当辰免相定之事 

 
 ○三宅慎平､瀧口與三右衛門､松下助太夫､山田與一郎､中川左 
   七郎 
 ●井口村庄屋･組頭･惣百姓 

 高157石2斗3升8合7勺､これより田方納米は53石7斗3升5合､畑方で 
 は､前々からの郷蔵敷･川成分を差引き､その有高より納米6石9斗4升7合､ 
 結局､納米合60石6斗8升2合､俵にして173俵1斗5升5合､内2俵は庄 
 屋給米､これは年季明けにつき､当辰より午年迄の3ｹ年据免として当年の年貢 
 を算出したもの｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  251 
    6 

 Ｃ 
 １ 

 明治２年１０月 
 （１８６９年）・巳 

 巳割付 遠州榛原郡井口 
 村（表紙） 

 ○島田郡政御役所 
 
 ●(井口村)名主･組頭･惣百姓 

 無年季定免､高323石4斗5升1合3勺(内206石8斗7升8合は無地高) 
 この内訳､田高94石6斗5升5合､畑高21石9斗1升8合3勺､納合米55 
 石1斗7升6合4勺､これを12月10日迄に納入のこと｡ 

 2部あり､表現に相違 
 あり｡ 

 
 原本 

 
 縦 

 
 ２ 

 
 ◯ 

 
 77 

  252 
   25 

 Ｃ 
 １ 

 明治３年２月 
 （１８７０年）・庚午 

 
 巳御年貢皆済目録 

 ○嶋田郡政御役所 
 
 ●遠州榛原郡井口村名主･組頭･惣百姓 

 高391石6斗2升7勺､この内､納合は米73石5斗4升5合で､それは本途 
 (60石6斗8升2合)･口米･延米･夫食拝借米から成り､又永では4貫46 
 3文で､それは酒造冥加永･口永･鍛冶運上･夫役金から成る｡外に庄屋給米､ 
 廻米､置米がある｡以上皆済｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  253 
   5 

 Ｃ 
 １ 

 明治３年１０月 
 （１８７０年）・庚午 

 午割付 遠江国榛原郡井 
 口村（表紙） 

 ○島田郡方御役所 
 
 ●(井口村)名主･組頭･惣百姓 

 高323石4斗5升1合3勺(内､高206石8斗7升8合は無地高)､この内 
 訳､田94石6斗5升5合､畑21石9斗1升8合3勺､納合米55石1斗8合 
 これを12月10日迄に納入のこと｡ 

 2冊それぞれ内容が異 
 なる｡ 

 
 原本 

 
 縦 

 
 ２ 

 
 ◯ 

 
 77 

  254 
   28 

 Ｃ 
 １ 

 明治３年１２月 
 （１８７０年）・午 

 
 巳御年貢皆済目録 

 ○嶋田郡政御役所 
 
 ●(井口村)名主･組頭･惣百姓 

 高715石7升2合の内､高323石4斗5升1合3勺､これより年貢は本途5 
 4石7斗1升9合､外に口米､延米､定免中増米あり､合米64石7斗7升9合 
 4勺を納める｡これを皆済する｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  255 
    8 

 Ｃ 
 １ 

 明治４年２月 
 （１８７１年）・辛未 

 
 午御年貢皆済目録 

 ○嶋田郡方役所 
 
 ●(井口村)名主･組頭･百姓代 

 高391石6斗2升7勺のところ､本途60石6斗8升2合､口米1石7斗3升 
 4合､延米8石6斗6升9合､酒造冥加永409文5分､鍛冶運上永125文､ 
 外に､口永､夫役永あり､納合米71石8升5合､永4貫463文､皆済｡ 

  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  256 
    7 

 Ｃ 
 １ 

 明治４年２月 
 （１８７１年）・辛未 

 去午御年貢皆済目録  ○島田郡方御役所 
 ●(井口村)名主･組頭･百姓代 

 井口村高323石4斗5升1合5勺､この内､本途米55石1斗8合､口米1石 
 5斗7升5合､延米8石9升8合､納合米64石7斗8升1合､以上皆済｡ 

  原本  縦  １  ◯  77 

  257 
    4 

 Ｃ 
 １ 

 明治４年１０月 
 （１８７１年）・辛未 

 未割付 遠州榛原郡井口 
 村（表紙） 

 ○島田郡方御役所 
 ●(井口村)名主･組頭･惣百姓 

 高323石4斗5升1合3勺(この内206石8斗7升8合は無地高)､これよ 
 り納合米55石6斗7升1合､これを12月10日迄に納入のこと｡ 

 2冊それぞれ内容が異 
 なる 

 原本  縦  ２  ◯  77 

 



 Ｄ－１ 村制・戸口－村概況                                                            ＮＯ，２１ 
 

  258 
   24 

 Ｄ 
 １ 

 明和７年３月 
 （１７７０年）・寅 

 
 
 御尋ﾆ付申上候御事 

 
 ○井口村庄屋:平七､組頭:藤吉､百姓代:小左衛門 
 
 ●久野御役所 

 井口村高の内250石5斗4升7合は以前から川成で永引きとなっている｡この 
 内､当時起返の田畑有無に付き役所から調査があったが､この川成の高は以前か 
 ら御免となっていて､その印状も拝領している｡しかし､水帳はない｡というの 
 も承応2(1653)年に村全て川成となり百姓離散､亡所となった｡この時帳 
 簿類は失ってしまった｡その後当時有高の通り起返し､それ以外は無地高となっ 
 た次第､以前の田畑の区別も不明､大徳寺除地4石4斗も無地高である｡ 

  
 
 原本 

 
 
 状 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

  259 
    1 

 Ｄ 
 １ 

 明治元年９月 
 （１８６８年）・辰 

 
 明細帳 
   榛原郡井口村 

 
 ○遠州榛原郡井口村百姓:武平､組頭:八十八､庄屋:定吉 
 
 ●久野御役所 

 高257石5斗1升9合､年貢は全て米納､農業以外に男女共に稼ぎはない｡谷 
 川通りの川除堤は自普請と御普請と2ｹ所に分かれる｡作牛2疋､用水圦樋は長 
 9間半､高さ2尺､内法横9尺､この用水路は30町余り､溝幅1尺で大井川か 
 ら引き入れる｡入会秣薪山は村内にはなく､上湯日村との入会となっている｡氏 
 神3社=藤木大明神､大井八幡､稲荷大明神｡農鍛冶1人､庄屋給は米2俵｡ 

  
 
 原本 

 
 
 縦 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

 
 Ｄ－４ 村制・戸口－戸口 
 

  260 
  33 

 Ｄ 
 ４ 

 正徳３年８月 
 （１７１３年）・巳 

 
 送り手形之事 

 ○相川村:弥右衛門 
 
 ●井口新田村:治右衛門 

 当村(相川村)の才兵衛という者､井口村に居住希望あり､すでに許可された筈 
 で引っ越した｡この者の身元は確かで､代々禅宗岡田村医王寺の旦那に相違なし 
 以後井口村の人別帳に加えてもらいたい､という宗門送り状｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  261 
   26 

 Ｄ 
 ４ 

 享保元年９月 
 （１７１６年）・申 

 
 送手形之事 

 ○西島村名主:七郎左衛門 
 
 ●井口村名主:次右衛門 

 六平という者､西嶋村生まれで公儀法度に違反することなく､村方作法もよく守 
 り身元確かな者である｡この度妻子共に井口村に引越し居住したいとの申し出が 
 あった｡この者､当村の人別帳より除外するので井口村の人別帳に登録されたい 
 という宗門送り状｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  262 
   29 

 Ｄ 
 ４ 

 享保元年１２月６日 
 （１７１６年）・申 

 送手形之事  ○相川村名主:弥右衛門､組頭:藤右衛門 
 ●井口村:次右衛門 

 治三郎と申す者､相川村出生の確かな者｡この度井口村に引っ越し居住したいと 
 の申し出あり｡当方人別帳から除くので井口村の人別帳に加えてもらいたい｡ 

  原本  状  １  ◯  77 

  263 
   27 

 Ｄ 
 ４ 

 享保５年２月２０日 
 （１７２０年）・丑 

 
 證文之事 

 ○西嶋村:兵左衛門 
 
 ●井口村:喜太夫 

 この長左衛門は下江留村代々の百姓である｡その地川成となり井口村に引っ越す 
 との申し出あり｡以後は井口村の作法通りに従わせて欲しい｡宗門は代々禅で中 
 嶋村盤石寺の旦那であった､とする宗門送り状｡ 

 ｢丑｣は享保6年に当 
 たる｡ 

 
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  264 
   30 

 Ｄ 
 ４ 

 享保２０年８月 
 （１７３５年）・卯 

 
 相渡申證文之事 

 ○水呑:勘六 
 
 ●名主･組頭中 

 私勘六は､同国吉永村生まれの者｡川成にて近年川尻村に引っ越し稼いで来たが 
 勝手悪く､この度井口村に引越したく願い出､許可される｡以後は当村の定法･ 
 公儀法度を守り､また用水役等を命ぜられても遅滞しないことを誓う｡ 

  
 原本 

 
 状 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  265 
    2 

 Ｄ 
 ４ 

 明治２年３月 
 （１８６９年）・巳 

 
 人別寄方帳 
  明治２年井口村 

 ○井口村百姓代武平､組頭:八十八､庄屋:定吉 
 
 ●堀之内御役所 

 家数計50軒(内寺1､堂1)､人数計255人(男:農人126､商人4､職 
 人4の計132人(実134)､女:農人家内118､商人家内4､職人家内1 
 の計123人､旦那寺は医王寺73人､高岳寺14人､香橘寺65人､長源寺1 
 7人､盤石寺54人､大徳寺15人､龍郷院6人､浄土寺11人｡ 

 紙数4枚  
 原本 

 
 縦 

 
 １ 

 
 ◯ 

 
 77 

  266 
    3 

 Ｄ 
 ４ 

 明治４年３月 
 （１８７１年）・未 

 
 
 宗門人別御改帳 
   (遠州榛原郡井口村下組) 

 
 ○井口村下組百姓代:村田武平､組頭:永田八十八､名主:永田 
   定吉 
 ●島田御役所 

 旦那寺別に檀家の家族構成を記載し､終わりに次の記載がある｡村高141石7 
 升3合7尺､家数53軒(内寺1､堂1)､人数262人(男127､女133 
 )､旦那寺と檀家数の関係は次の通り｡長源寺16人(男9､女7)､医王寺7 
 4人(男36､女38)､高岳寺15人(男6､女9)､香橘寺68人(男36 
 女32)､盤石寺55(男27､女28)､大徳寺15人(男7､女8)､龍郷 
 院5(男3､女2)､浄土寺11(男4､女7)､可睡齊1(出家)｡ 

 
 
 紙数44枚 

 
 
 原本 

 
 
 縦 

 
 
 １ 

 
 
 ◯ 

 
 
 77 

 
 Ｈ－１ 水利・土木－水利 
 

  267 
   41 

 Ｈ 
 １ 

 なし  ６月１９日 
           ・未 

 なし  ○なし 
 ●なし 

 ｢未6月19日 200文 井口用水組合(印)彦十｣と記した短冊形の票   原本  票  １   

 
 Ｊ－１ 教育・文化－教育 
 

  268 
  22 

 Ｊ 
 １ 

 なし  なし 
 （寺子屋手習い書） 

 ○なし 
 
 ●なし 

 ｢共吉申すは､深切に､仮にも虚言なき様に､一家一門睦まじく､我より下の者 
 なるとも､老いたる人は会釈せよ､目上･歳上敬い････｣と続く｡ 
 寺子屋の手習いか｡ 

 文末に｢此の主桑高周 
 吉｣とあり｡ 

 
 原本 

 折 
 巻 
 子 

 
 １ 

  

 



 分類：Ｚ 雑                                                                   ＮＯ，２２ 
 

 通し番号 
 文書番号 

 分 
 類 

 年号  年  月  日 
 西暦（  ）・干支 

    標    題    ○差出人（役名・名前） 
   ●受取人（役名・名前） 

       摘     要    備 考  原ｺ写 
 本ﾋ゚ 真 

 形 
 態 

 数 
 量 

 撮 
 影 

 箱 
 番号 

  269 
   40 

 Ｚ  欠  （断簡）  ○欠 
 ●欠 

 こよりの綴じ紐をここに一括｡年貢割付状を何枚かを一括し綴じていたもの｡   原本  綴じ 
 紐 

 一 
 括 

  

  270 
   39 

 Ｚ  欠  （断簡）  ○欠 
 ●欠 

 こより紐に利用したものもある｡   原本  状  一 
 括 

  

 
 
 
 


